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はしがき 

 

 

 地域力創造は政府の最重要課題の一つであり、様々な観点からの検討・提案

がなされている。「地域力創造」という言葉には、中山間地における「過疎化」

「限界集落」への処方箋というイメージが強いが、今後 20～30 年の間、首都圏

をはじめとする都市部は、未曾有の高齢者増という深刻な地域問題に直面する。

高齢化時代にあっても活力ある地域を持続していくためには、地域力を発揮し、

個人対個人の「つながり」や「助け合い」を活用していく必要がある。 

自治総合センターでは、地域力の創造を実現している地域を調査・研究し、

今後の活性化施策の企画立案に資することを目的として「地域の活性化に関す

る研究会」を設置したところである。 

この報告書は、その成果をとりまとめたものであり、本報告書が地域力の創

造に取り組む関係者の参考となれば幸いである。 

この調査研究を行うにあたり、ご多忙のところ快く委員を引き受けていただ

いた各位、そして現地ヒアリングおよび現地調査を含む種々のご協力をいただ

いた関係各位に対し、心から御礼を申し上げる次第である。 

なお、本調査研究は、競艇の交付金による日本財団の助成を受けて実施した

ものであり、ここに深く謝意を表する次第である。 
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報告書の構成 

 

 今回の調査・研究の成果である本報告書は２部構成となっている。第Ⅰ部第

Ⅰ章では、種々の人口推計を基に、今後 20～30 年の間に高齢者人口が急増する

のに加え、現役世代（20～59 歳）や生産年齢（15～64 歳）人口が減少を続ける、

という事態について詳述する。また、高齢者増と現役世代の減は過去の出生率

によってもたらされる現象であり、出生率向上などの対策によっても避けよう

がない事態であることも指摘する。加えて、こうした現象が首都圏において顕

著に進むという事態を、推計データから明らかにする。第Ⅱ章では、都市部の

高齢者増がもたらす課題として、高齢者のケアを取り上げる。高齢者増が高齢

者のケアの期間を長期化させることは必至で、財政破たんを避けるためには、

地域における専門的なサービスの提供、プラス地域における個人対個人のイン

フォーマルな「つながり」「助け合い」という「地域ケアシステム」が不可欠で

あることを明示する。また、地域における専門的なサービスの提供事例として、

ＮＰＯ法人「ケア・センターやわらぎ」と和光市の実践を紹介する。 

  

第Ⅱ部は、地域ケアシステムの構成要素であるインフォーマルな「つながり」

「助け合い」と、地域力との関係を検証する。高齢者ケアに限らず、インフォ

ーマルな「つながり」「助け合い」を実現した事例として、本研究会では平成 21

年１月から２月にかけて、合計９の自治体、地域、団体を調査した。９事例の

調査を通じ、「つながり」「助け合い」が存在する地域には地域力がある、とい

う結論に至ったのが第Ⅰ章である。第Ⅱ章では、こうした地域や団体が地域力

を創造することができた背景を分析し、地域力創造の条件を定義しようと試み

ている。第Ⅲ章では来年度に向けた課題として、地域力創造の諸条件を分析す

る手法の確立に言及しており、地域力を生み出す機能の分析等を目標に掲げた。 

  

報告書の執筆は、主に事務局である総務省地域力創造グループ地域政策課理

事官の米澤朋通と主査の鈴木雄一があたったが、「はじめに」は高橋座長に執筆

をお願いした。第Ⅰ部では、８～23 頁「現役世代減少のインパクト1」を藻谷委

員に、48～62 頁「地域ケアの実践事例②」を東内委員に執筆いただいた。 

第Ⅱ部では、68～82 頁「『人の駅』の試み」のうち、「多摩ニュータウンの人

口動態」（68～72 頁）を多摩ニュータウン在住の都市プランナー・竹田浩一氏に、

「『暮らしの支援』という視点で始まった住宅づくり、まちづくり2」（77～80 頁）

                                                  
1 「人口減少、家族・地域社会の変化と就労をめぐる諸問題に関する研究会」報告書（財務

総合研究所）に収録された原稿を加筆・修正した。 
2 「月刊福祉」平成 21 年３月号に収録された原稿を加筆・修正した。 
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は、富永委員に執筆していただいた。また、神戸市北須磨団地、ＮＰＯ法人西

須磨だんらん、鹿児島県薩摩川内市峰山地区、鹿児島県日置市尾木場自治会の

４事例（110～126 頁）はいずれも田中委員に執筆していただいた。 

このほか、34～36 頁「高齢者増と地域ケアシステム」は高橋座長、38～40 頁

「介護はプロに、家族は愛を」は石川委員から、それぞれご意見を頂戴し、事

務局で再構成した。 

なお、文中の年号は基本的に元号（昭和、平成）にそろえてあるが、第Ⅰ部

第Ⅰ章については西暦を使用させていただいた。 
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はじめに 

 

（高橋紘士） 

昨年来、アメリカに端を発した経済危機は多くの混乱を生み出しつつ、近い

将来に終息する見通しの立たないまま事態が推移している。この経済危機は経

済部門での混乱と同時に、社会生活の側面に確実に浸透し、社会不安とともに、

生活危機をうみだしてきている。 

日本社会にとってはこのような経済循環の基調変動とともに、ファンダメン

タルのレベルにおいては、急速な人口減少化における少子高齢化が経済社会の

あり方を規定し続けいく。とりわけ、平成 19 年（2007 年）以降日本の総人口は

減少をつづけ、本格的な人口減少社会の局面に転換した。21 世紀は人口減少の

世紀でもある。大幅な出生力の回復が見込めないとするならば、100 年後の 22

世紀前半には、人口はほぼ、明治維新の時期の人口規模に戻ることになる。 

有史以来続いた人口増大を基調とした「成長の時代」は確実に終焉し、人口

減少化における「収縮の時代」をこれから経験することとなる。 

言うまでもなく、この過程は急速な人口高齢化を伴い、とりわけ 75 歳以上の

後期高齢人口の絶対数増が日本社会のあらゆる面に影響を与える。さらにこの

ような人口構造の変動は地域社会の様相を大きく転換させる。 

これまで、都市部の人口は拡大の一途をたどり、それにつれて経済的豊かさ

も進展してきた。中央集権の下、富を都市部に集積し、これを地方に再分配す

ることで、地方の高齢化など諸問題に対応してきた。ところが、今後の人口高

齢化の主役は、大都市部を中心とした急速な高齢人口の絶対増を伴う高齢化で

あり、このことは、都市から地方への移転による再分配の手法が通用しなくな

ることを意味する。 

成長の果実を様々な再配分の装置によって移転しつつ、日本の社会の均衡を

維持するという手法が限界にきつつある。すなわち、社会制度として運用され

てきた種々の手法が、通用しなくなっているのだ。経済成長の時代に培われて

きた様々な社会制度が制度疲労を起こしており、新たな局面に備え、再調整の

ための社会技術を開発し、制度化することが急務である。 

そのような社会技術の開発にとって前提となるのは、社会の構成メンバーで

ある個々人の、地域社会での生活の維持である。地域社会での生活は個々人の

維持・発展を保障する装置であり、社会生活の基盤でもある。他者との関係の

形成のなかで、様々な経験を組織化し、確認する場こそが地域であり、地域こ

そが人々の成長を可能ならしめる。再配分を受ける依存的な地域ではなく、創

造的な活動の主体としての地域力の創造と再生が求められる所以である。 

このような観点に立つと、過疎地といわれる地域において実践されている
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様々な先駆的取り組みは、今後急速に高齢化が進展する地域が学ぶべきところ

が多いことに気がつかされる。 

後期高齢層の増大がもたらす最重要課題のひとつは、医療や介護などのケア

の問題である。この問題の解決を、在来型の施設や専門機関にのみ依存するの

ではなく、地域ケアの問題としてとらえ直し、地域住民の参画によって再編の

方向性を探ることこそが、地域力の問題を考える上で重要な切り口となる。 

本研究会ではまず、都市部における高齢化の実相を明らかにした上で、地域

ケアの問題を切り口にしながら、さまざまな地域における実践の事例を検討し、

地域力向上の可能性を探った。そのなかで、地域の助け合いの実現が、地域力

と大きな関連があることが見いだされた。我々はあらためて、自助と互助の意

義を再発見しつつ、これまで肥大化してきた制度を相対化し、地域力の内実を

探ることとした。 

地域住民の安全と安心のための地域ケアの課題を、今回の研究の切り口とし

たが、課題がこれに尽きるわけではないことはいうまでもない。地域の経済基

盤の確保と醸成も重要である。そこでのキーワードは、グローバルな経済社会

を意識しつつ、「大都市と過疎」をインテグレート（融合）することであり、地

域力創造の主体としての「人材の再発見と育成」の可能性である。これらの課

題の深化は今後の課題としたい。 
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（藻谷浩介） 

2007 年２月の報道によれば、今春卒業（当時見込み）の大学生の就職内定率

は９割近くとなり、３年連続で前年同期の数字を上回った。高校生の就職内定

率も同様に９割に迫り、４年連続の上昇だという。 

他方で 2007 年の１～３月期のＧＤＰ速報（2007 年５月時点）によれば、わが

国の雇用者報酬（名目）の伸び率は前年同期比 0.2％と低調だった。雇用者数は

同１％増だったものの、１人当たり実質賃金はマイナス 0.8％だったためという。 

 この２つの現象からは、「企業は積極的な雇用を進めているが、他方で給与水

準を上げようとしないばかりか、むしろ下げる方向に動いている」という結論

が導かれる。だが、新卒学生の就職内定率が９割に迫るという、いわば正社員

に関しても人手不足感が強まっている状況にあって本当に、易々と給与水準を

下げることができているのだろうか。他方で「フリーター数が減少に転じた」

と報じられているが、それであればなおさら、給与水準が下がっているのは奇

妙な話だ。 

 マクロ経済学が従来分析対象としている変数だけで、上記のような事実に説

明を加えようとすると、時間の概念を導入するしかない。すなわち、「雇用情勢

は好転しているが、給与に効果が波及するまではいましばらく時間がかかる」

という物言いだ。この説明は、「今後はセオリーどおり雇用者報酬も増加する」

という前提でなされている。しかしこれは「景気は回復しているが、個人消費

への波及は遅れている」というのと同じ論法であり、なぜ「遅れ」が発生して

いるのかという合理的な説明はない。その結果、いつまでたっても増加が起き

ない場合でも、自分の理論を修正しないまま延々と待ち続けることができる。 

ちなみに、「個人消費の回復は遅れている」と言われ続けている間に、わが国

の小売販売額は 2006 年度まで 10 年連続で低下してしまったが、ここまで来れ

ば、「遅れ」とは何なのか、本当に時間の問題であって構造の問題ではないのか、

立ち入った説明を考えるのが合理的な思考ではないだろうか。 

個人消費と同様、雇用者報酬も回復が「遅れて」いるのではない。後年にな

って 2007 年度の数字を振り返ると、「人手不足と１人当たり実質賃金の低下が

同時に進展し、個人消費も低迷を続けた１年だった」という事実が明確になる

だろう。マクロ経済学が従来分析対象としていなかった、しかし実体経済に与

える影響は極めて大きい変数である「人口ピラミッド要因」（世代ごとの人口の

違い）を考察に入れれば、少なくとも 2009 年度まではかかる事態が継続すると

予測できるのだ。世代ごとの人口の違いが、「現役世代減少」という構造的な事

 １．現役世代減少のインパクト 
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態を生んでおり、人手不足と雇用者報酬低下のような一見矛盾する現象が実は、

そこから矛盾なく派生しているのである。 

 以下では、このような「現役世代減少」の程度と原因、その帰結を、かいつ

まんでご紹介しよう。 

 

「少子高齢化」と「現役世代減少」 

 拙稿での「現役世代」とは、20-59 歳の日本在住者を筆者が便宜上そう呼んで

いるもので、一般に定着した概念ではない。社会の中核となって働き、消費し、

納税する年齢階層を、やや広めにとったものとお考えいただきたい。「現役」の

解釈から入った定義ではないので、「生涯現役の人もいる」というような、現役

とは何かという概念論争に立ち入る意図はない。 

学術用語である「生産年齢」（15～64 歳）を使わないのは、①現在の日本では

10 代後半の大多数はフルタイムでは就労していないこと、②60 代前半は多くは

就労しているが、雇用者の場合給与水準は 50 代に比べて大きく落ちること、の

２点である。もちろん 10 代後半や 60 代前半にも、10 代前半以下や 70 代以上に

比べれば明らかに「社会の中核となって働き、消費し、納税している」人は多

く含まれているので、デジタルに 20 歳と 59 歳を境界とするのは妥当ではない

が、15－64 歳よりは 20－59 歳の方が相対的に実態に即すると判断したものだ。 

この、筆者の定義する現役世代（20－59 歳人口）は、戦後一貫して（大戦末

期を除けば明治維新後ずっと）増加を続けてきたが、1996 年をピークに減少に

転じ、今世紀を通じて低下を続けることが予測されている。この今世紀に入っ

て加速している事態を、筆者は「現役世代減少」と呼んでいる。 

かかる「現役世代減少」が生み出すさまざまな問題は、わが国では通常、「少

子高齢化」問題と俗称されるものの中に、未分化状態で括られている。しかし

「少子高齢化」というのは事実誤認の元となる混乱した呼称であり、本来はこ

れを「現役世代減少」と「高齢者増加」に分解して別々に論じることが妥当だ。

「高齢者増加」は非常に深刻な現象だが、2030 年ぐらいまでには一段落が見込

まれる。他方で「現役世代減少」は少なくとも今世紀中ずっと、わが国の屋台

骨を直撃する問題であり続ける。 

ちなみに「高齢化」とは、上記のようなタイムスパンの違いを踏まえずに「現

役世代減少」と「高齢者増加」を一括りにした乱暴な概念だし、「少子化（＝出

生者数の減少）」は「現役世代減少」の原因の一つにすぎない。 

さらにいえば、「少子高齢化」を示す代表的な指標として用いられがちな「出

生率」と「高齢化率」は、いずれも主役を張るような指標ではない。前者は「少

子化（＝出生者数の減少）」の２要因の一つにすぎず（他の要因は出産適齢女性

の数≒20～40 年前の出生者数÷２）、仮に今後出生率が改善しても、このもう一
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つの要因のおかげで少子化は止まらない。 

後者に至っては、用いるべき場面がない。高齢者医療・福祉・年金の支出は

高齢化率ではなく高齢者数に応じて増加する性質のものだし、年金や租税の収

入は高齢化率に逆比例するのではなく現役世代減少に比例すると考える方が妥

当だ。高齢者福祉に関する収支バランスを表したいのであれば、従って、高齢

者数÷総人口（＝高齢化率）ではなく、高齢者数÷現役世代数を用いるべきだ

ろう。 

 以上の概念を整理すると、図表１のようになる。なお上記のような理由から、

この図中には「高齢化率」なる概念は出てこない。 

 ここに明らかなように、現在起きている現役世代の減少は、①1950～60 年代

の出生率低下→同時期の出生数低下→1980 年代の出産適齢女性減少＋出生率低

下→同時期の出生数低下→2000 年代の新成人減少という要素、②1940 年代の出

生率上昇→同時期の出生数増加→2000 年代になって 60 歳を超える人口の増加、

という２つの別個の現象によってもたらされている。②は同時に高齢者の増加

を生んでもいる。つまり最近になっての出生率低下とは無関係な現象であり、

今後仮に出生率が増加に転じることがあったとしても簡単に歯止めがかかるも

のではない。ましてや過去の高出生率に起因する今後の高齢者の増加は、最近

や今後の出生率動向とは無関係の既定事項だ。 

 少子高齢化という俗称は、こうした事態の本質を見誤らせ、あたかも足元の

出生率低下が問題の根源であるような印象を与えかねないものであり(事実「織

者」を含めた非常に多くの方々がそういう誤解に基づいた発言をしている)、決

して用いるべきではない。 

図表１「少子高齢化」と俗称される現象の全体像と現役世代減少 

1940 年代   1950～60 年代  1970 年代  1980 年代  1990 年代  2000 年代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）国勢調査、人口動態調査を基に筆者が作成 
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構造的に進む「現役世代減少」 

 現役世代を 20～59 歳と定義すると、その増減は、毎年の新成人の数（≒20 年

前の出生者数）と毎年 60 歳を越えていく人の数（≒60 年前の出生者数）の差に

大きく左右される。そこで図表２に、戦後半世紀の間に日本在住の現役世代の

数がどう推移してきたのか、そして今後半世紀どう推移していくのかを示した。 

 図のＡはわが国在住の 15～19 歳の人口（外国人含む）を、Ｂは 55～59 歳の

人口（外国人含む）を、それぞれ５年おきに示したものだ。その後の５年間に

15～19 歳人口はそのほとんどが日本で成人して 20－59 歳人口を増加させ、55

～59歳人口はそのほとんどが日本で60歳を超えて20－59歳人口を減少させる。

従ってＡ－Ｂが、その後５年間の 20－59 歳人口の増減の近似値となるわけだ。

筆者はこのＡ－Ｂを「人口ピラミッド要因」と呼んでいる。 

 

図表２ 現役世代増減の過去半世紀と今後半世紀 

 

 
（出所）国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所中位推計(2006 年改訂)を基に筆者が作成 

 

実際にはＣ（国外との間での人口移動および死亡）という要素があり、Ａ－

Ｂ＋Ｃ＝各５年間の 20－59 歳人口の増減、という等式が成り立つが、Ｃの絶対

値は図の通り小さく、Ａ－Ｂの影響の方が絶対的に大きい。ちなみに、このＣ

は過去半世紀は５年ごとに 50 万人近いマイナスだったが（死亡に加え、外国人

の流入よりも日本人の国外移住の方が多いことによる）、国立社会保障･人口問
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題研究所は今後については、外国人の流入が死亡や日本人の国外移住を相殺し、

Ｃがほぼゼロになるという予測を立てているようだ。つまり過去よりも外国人

流入ペースを２倍近く多めに設定しているという推測が成り立つ。 

 以上を踏まえて図を見れば、戦後半世紀の現役世代人口増加がいかに著しか

ったか、今後半世紀の減少が逆にいかに大きなものであるかが、理解されるだ

ろう。特に団塊の世代が成人した 1960 年代後半には、20－59 歳人口が 700 万人

近く押し上げられていたことがわかるが、この時期が「いざなぎ景気」と符合

することは決して偶然ではない。バブルが崩壊した 1990 年代前半にも、1970 年

代前半に生まれた団塊ジュニアの成人があり、20－59 歳人口は 200 万人近く増

加した。これに相応して就業者数も、同時期に 250 万人近く増加をみており、「失

われた 10 年の下での不況期」という予断とは違って、実際には経済成長率も低

くなかった。 

 しかし、概ね 1996 年、15～19 歳人口と 55～59 歳人口は逆転する。1970 年代

後半以降の少子化で前者が減り始め、昭和 10 年代の出産増加の 60 年後に当た

ることで後者が増え始めたためだ。このため 2000－05 年には、20－59 歳人口は

大幅な減少に突入、相応して就業者数も減少している。さらに 1940 年代後半生

まれの団塊世代が 60 歳を超える足元の５年間、2005－10 年には、明治維新以降

最大級の現役人口減少が生じることが確定しているのだ。20－59 歳人口は向こ

う 10 年で 600 万人以上、20 年で 900 万人近く、失われるということになる。 

登録外国人の増加は過去 10 年で 60 万人だったが、この実績が今後２倍程度

にペースアップするくらいでは、到底現役世代の減少を防ぐことはできない計

算だ。ちなみに、現役世代が減っても高齢者は 2030 年くらいまでは増加を続け

るので、総人口の減少ペースは現役世代の減少ペースよりは大幅に緩くなる。

逆に言えば、総人口減少をもとに各種の予測を立てているだけでは、現役世代

減少のインパクトの大きさを見過ごしてしまう。 

 これが、わが国の人口ピラミッドの形に起因する、構造的な現役世代減少の

全体像だ。この事実を踏まえず、相対的にペースの緩い総人口の減少だけを織

り込んでなされるすべての計画、景気見通し、財政見通しなどの信憑性に、筆

者は大きな疑問を呈したいと思う。 

 

首都圏においても進む「現役世代減少」 

 以上は全国の数字だったが、日本人に牢固として根付く思い込みの一つとし

て、「若者の流入する首都圏では高齢化は深刻ではない」というものがある。高

齢化とは高齢者増加と現役世代減少であると述べたが、実際の数字はどうなっ

ているだろうか。 

 首都圏一都三県（東京＋埼玉＋千葉＋神奈川）について、2000 年３月末と 2005
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年３月末の住民票総数を比べると、95 万人の住民増加が見られる。うち出生－

死亡（自然増加）が 39 万人、転入－転出（社会増加）は 56 万人だ。しかるに

住民票記載の生年月日に基づき、20－59 歳の住民に限って数え直してみれば、

この間首都圏一都三県では 27 万人もの減少が起きている。 

この間の出生者は 2005 年には４歳以下であり、死亡者はほぼ 60 代以上なの

で、自然増加は 20－59 歳人口にほとんど影響を与えていない。それに対し、首

都圏への転入者は大卒、次いで高卒の若者が圧倒的に多くを占め、首都圏から

の転出者は大卒後の若者、就職後５～10 年後の帰郷者、退職後の帰郷者が三大

構成要素なので、56 万人の社会増加は多くがそのまま 20－59 歳人口の増加につ

ながっていると思われる。ということは、前記のＡ－Ｂ（新成人－60 歳超え人

口）は逆に 80 万人以上の減少だったと推測できる。つまり、人口ピラミッド要

因による現役世代減少は、決して田舎だけの話ではなく、首都圏をも見舞って

いるのだ。首都圏には高度成長期に流入した昭和 10 年代生まれの人口が多く、

他方少子化で 1970 年代後半以降生まれの若者は少ないのだから、当然といえば

当然の結果だ。 

さらに足元の 2005→10 年には、数の多い団塊世代が 60 歳を超える。平均４

人兄弟だった彼らは、家を継いだ長男長女を除いて多くが大都市圏に集中して

住んでおり、１／３は首都圏一都三県の住人だ。彼らが今後どこに住もうと 60

歳を超えること事態は物理的に確定しているので、首都圏での現役世代減少ペ

ースは、さらに大きく加速することが確実である。国立社会保障・人口問題研

究所予測（2007 年都道府県別予測）では、首都圏一都三県の生産年齢人口（15

～64 歳）が、2000→2015 年の間に、2,412 万人から 2,253 万人へと８％減少す

るとしている。若者の流入で底上げされているにもかかわらず、全国平均（11％

減少）と大差はない水準だ。首都圏住民の加齢という不可避の物理現象に無自

覚なことが、首都圏において空前の油断と、都市開発系の過剰投資を生んでい

る 

なお、首都圏には、実際には住みついていながら地方から住民票を移してい

ない層や、住民票を持たない外国人人口も一定以上あると思われる。これら人

口を含んだ国勢調査の結果はどうだろうか。同じく首都圏一都三県について、

2000 年 10 月１日と 2005 年 10 月１日の国勢調査結果を比べると、106 万人の総

人口増加が見られる。首都圏においては 2005 年調査から、回答率の低下が数字

に一定の影響を与え始めたが、にもかかわらずこの数字が住民票の増加よりも

大きいということは、住民票を移さずに首都圏に移り住んできている人口がそ

れだけ多いということを示す。しかるに、20－59 歳人口は、この間に 32 万人減

少している。住民票の集計以上に厳しい結果だが、方向や程度が一致している

ことは、現役世代減少が首都圏の課題そのものであることを再認識させてくれ
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る。 

 付言すれば、首都圏においては、「高齢化」のもう一つの問題である「高齢者

の増加」も著しい。高度成長前期に流入した地方出身者が高齢者になっても住

み続けているためであり、今後団塊の世代が高齢者になっていくと、増加ペー

スは全国で最も急速となる。ちなみに国立社会保障・人口問題研究所予測（2007

年都道府県別予測）では、2000→2015 年の高齢者（ここでは 65 歳以上）は、首

都圏一都三県で、482 万人から 873 万人へと 81％増加する。全国が 49％である

のに比べても著しいペースだ。これに応じて高齢者関係の医療・福祉・年金負

担が増えるとすれば、首都圏自治体の財政は大きな危機を迎えることになる。 

 

「現役世代減少」がもたらす就業者数減少 

 以上で見てきた、「人口ピラミッド要因（前記Ａ－Ｂ）」に基づく「現役世代

減少」という現象は、全国においても首都圏においても、就業者数を減らす方

向に作用する。 

いうまでもなく就業者数は経済の基本指標の一つだ。速報性のある有効求人

倍率や失業率に目が行きがちだが、生産や可処分所得は「失業者数」ではなく

「○○率」でもなく、「就業者」の「絶対数」の影響下にこそある。失業「率」

が低下し、あるいは有効求人倍「率」が上昇したからといって、就業者「数」

が増えているとは限らないことは、算術的には自明のことだし、実際にもそう

なっている。 

 

図表３ 国勢調査に見る全国および首都圏の就業者数・失業者数推移 

 (万人) 1990 年 90→95 1995 年 95→00 2000 年 00→05 2005 年

全国 
就業者数 6,168 +246 6,415 △116 6,298 △147 6,151

失業者数 191 +96 288 +24 312 +77 389

人口ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ要因 +228 - +60 - △125 - △369

 

一都 

三県 

就業者数 1,632 +77 1,709 △18 1,691 △22 1669

失業者数 49 +33 82 +2 85 +14 99

人口ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ要因 +86 - +7 - △54 - △107

東京都 
就業者数 628 +3 631 △15 616 △24 592

失業者数 20 +12 32 △1 31 +4 35

人口ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ要因 +21 - △5 - △20 - △38

（出所）国勢調査を基に筆者が作成 (注 1) 一都三県：東京都＋埼玉県＋千葉県＋神奈川県 

 (注 2) 人口ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ要因：その年 10 月 1 日の 15～19 歳人口 －55～59 歳人口 

 

ここにあるとおり、バブル崩壊によって経済成長が止まったとされる 90 年代

前半には、実際には全国でも首都圏でも失業者と就業者が同時に増加していた。

各地の数字を調べてみると釧路や室蘭、大牟田といった疲弊した工業地域にお

いてすらも同様の現象が見られており、「失業者の増えた不況期に就業者も増え
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た」というのは統計的に広範に表れた事実である。 

逆に 90 年代後半には、失業者は前の５年間に比べて微増にとどまったのに就

業者は軒並み減少に転じた。実は全国や東京はもちろん大阪や名古屋でも同様

の現象が発生している。しかも東京都だけ取り出せば、失業者と就業者がとも

に減少した。ちなみに表にはないが、この間の東京都の人口は、地価低下に伴

う都心居住の進展で高度成長前期以来久々に転入超過に転じており、従って就

業者数減少の原因は都内の人口減少ではない。 

2000 年代前半になると、就業者数の減少に拍車がかかる一報で、失業者数も

増加ペースをやや強めたが、両者の増減数の絶対値には依然大きな開きがある。 

それに対し、人口ピラミッド要因は就業者数の増減を説明するだろうか。図

表３の数字からは、期初の人口ピラミッド要因と期中の就業者数増減（共に網

掛けしてある）はある程度相応しているように見えるが、これだけでは確たる

ことはいえない。 

そこで図表４～６では、47 都道府県を対象にして、就業者数増減率を被説明

変数に、失業率増減率と人口ピラミッド要因を説明変数にして、90 年代前半・

後半・2000 年代前半それぞれについて相関をとってみた。 

失業者数の増減と就業者数の増減の関係（各図表左側のグラフ）は、90 年代

前半には微弱ながら正の相関であり、90 年代後半には相関なし、2000 年代前半

には弱い負の相関、と推移する。全国の数字と同様の傾向が、都道府県別にも

表れているわけだが、失業者数増減と就業者数増減がトレードオフであると臆

断してはならないことは、少なくとも間違いない。 

これに対して人口ピラミッド要因と就業者数増減の関係（各図表中央のグラ

フ）には、90 年代前半には明確な正の相関が見られる。ただし 90 年代後半には

相関はやや弱まり、2000 年代前半には消滅してしまう。しかし人口ピラミッド

要因を 15～19 歳人口－55～59 歳人口から 15～24 歳人口－55～64 歳人口と定義

し直してみると（各図表右側のグラフ）、2000 年代前半にも弱い正の相関が観察

できる。弱いとはいえ、同期間の失業と就業の負の相関に比べればＲ２乗は２

倍以上だ。この修正は、大学進学率の上昇もあり 20～22 歳の多くは就職してい

ないこと、また 60 代前半は嘱託などの身分で延長雇用されているサラリーマン

も多いこと、を勘案したものである。 

ところで、人口ピラミッド要因は期初の 10 月１日現在の静的な数字、これに

対して就業者数増減は期中５年間の変化だ。ということは、期中の景気変動に

無関係な期初の人口ピラミッド要因が、その後５年間の就業者数増減に少なか

らぬ影響を与えていたのではないか、という推測ができる。 

これに対して、「期初以前から生じていた景気要因が、人口移動を生じさせる

ことで期初の人口ピラミッド要因を形成し、かつ期中の就業者数増減にも影響
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した」という反論がありうる。特に人口ピラミッド要因を 15～24 歳人口－55～

64 歳人口とする場合には、「20 代の若者は景気の良いところに集まっているの

で、そのようなところでは期中の就業者数が増えるのも当然だ」という立論が

予想できる。しかしそれであれば、なぜ期中の失業者数増減と就業者数増減に

明確な相関が出ないのか。 

 

図表４ 就業者数増減と、失業者数増減および人口ピラミッド要因 - 90 年代前半 

 

 

図表５ 就業者数増減と失業者数増減・人口ピラミッド要因 - 90 年代後半 
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図表６ 就業者数増減と、失業者数増減および人口ピラミッド要因 – 2000 年代前半 

 

（出所）国勢調査を基に筆者が作成 (注 1) Ｒ２乗は一都三県は除外して計算 

(注 2) 人口ピラミッド要因の絶対数は県により異なるため、20-59 歳人口で除して水準を揃えた 

 

もちろんＲ２乗 0．3～0．6という水準は、かかる人口ピラミッド要因が複合

的な要因の一つであることを示すものにすぎない。それとは別の要因として、

地域ごとの景気の差に応じて新卒者が地域間を移動し、それが結果として就業

者数増加の濃淡を生んでいるのは当然だ。しかし、親との同居やコミュニティ

へのロイヤリティなど、様々な動機で自分が在学した土地にとどまり、少々条

件が悪くともそこで就労する道を模索する学生も少なからず存在する。ここに

人口ピラミッド要因が就業者数増減に影響する現実的な理由がある。 

それぞれの時点の具体的な状況を考えてみよう。1990 年時点のわが国では、

1970 年代前半生まれの団塊ジュニアがちょうど 15～19 歳であり、その数は当時

の 55～59 歳人口を大きく上回っていた。そのため 90 年代前半には、彼らが成

人し就職することで就業者数が大きく増加したが、地価バブル崩壊の時期に重

なって大量に新卒者が供給されたために就職できない学卒者も多く、失業者も
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その数は当時の 55～59 歳人口とほぼ同数だった。そのため 90 年代後半には、

新卒者の増加が就業者数を押し上げることがなく、他方で新卒者の供給過剰が

解消されたため失業者も前の５年間ほどには増えなかったのである。 

2000 年時点となると、さらに数の少ない 1980 年代前半生まれが 15～19 歳で

あり、戦時中生まれである当時の 55～59 歳人口と人数の逆転が生じていた。そ

のため就業者数は全国的に減少傾向を強めたが、新卒採用者の減少を受け、相

対的に景気の良い地域では退職者の延長雇用や無職女性（専業主婦）の（再）

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

＝ 失業者数増減 ÷ 15歳以上人口(2000年)

失業者数増減水準 (2000→05年)

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

＝
 就

業
者

数
増

減
 ÷

 1
5歳

以
上

人
口

(2
00

0年
)

就
業

者
数

増
減

水
準

 (
20

0
0
→

0
5年

)

R2乗 = △0.12
微弱な負の相関)

就業者数増減と失業者数増減
00年代前半 (2000→05年)

47都道府県

-4.5% -3.0% -1.5% 0.0% 1.5% 3.0% 4.5%

＝ (15-19歳人口－55-59歳人口)÷20-59歳人口

人口ピラミッド要因 (2000.10.1現在)

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

＝
 就

業
者

数
増

減
 ÷

 1
5歳

以
上

人
口

(2
00

0年
)

就
業

者
数

増
減

水
準

 (
20

0
0
→

0
5年

) R2乗 = 0.02
(相関なし)

就業者数増減と人口ピラミッド要因
00年代前半 (2000→05年)

47都道府県

全
国

一都三県

島根

神奈川 滋賀

愛知

全
国

全国

青森

秋田 岩手

沖縄

高知

東京

鹿児島

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

＝ (15-24歳人口－55-64歳人口)÷20-59歳人口

人口ピラミッド要因-修正後 (2000.10.1現在)

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

＝
 就

業
者

数
増

減
 ÷

 1
5歳

以
上

人
口

(2
00

0年
)

就
業

者
数

増
減

水
準

 (
20

0
0
→

0
5年

)

R2乗 = 0.29
(弱い正の相関)

同左 (人口ピラミッド要因修正後)
00年代前半 (2000→05年)

47都道府県

全国

沖縄

滋賀神奈川

愛知

一都三県

東京

青森

岩手秋田

高知
島根

沖縄

滋賀神奈川

愛知

全国

全
国

秋田 岩手

青森高知

島根

一都三県

東京 宮城

福岡
福岡

宮城
宮城

福岡

徳島

鳥取

鹿児島

鹿児島

鳥取

鳥
取



都市部の高齢化の実相 

18 
 

雇用が進められたために、就業者数と人口ピラミッド要因の相関は弱まった。

失業と就業の逆相関が微弱ながら復活したという事実、人口ピラミッド要因を

15～24歳人口－55～64歳人口と修正すると就業との弱い相関が復活するという

事実は、このような仮説とよく符合する。 

以上のような変化を、企業側から説明することも可能だ。プラザ合意からバ

ブル崩壊にかけてのわが国産業の構造変化、それに応じたビジネス手法の付加

逆変化（たとえばＩＴ化の進展など）によって、多くの事業所や官公庁は構造

的な事業所内潜在失業者を抱えるようになっていた。ただそれら事業所の多く

は、就業者の生首を切ることはせず、新卒採用も継続し、他方で戦中の出産奨

励で数が多い昭和10年代生まれ世代の近い将来の定年退職を待つという戦略に

出た。従って 90 年代前半には、企業は団塊ジュニアの採用で一時的に生産性を

落としたのだが、後半になると新卒者の減少と定年退職者の増加で就業者数を

争議なしに減らすことが可能になり、生産性は再び上昇に転じる。2000 年代に

なると、景気の回復した企業、業種、地域では人手不足感が出始め、雇用の延

長と女性就労の促進が始まるが、もちろん生産性を落としてまでの雇用増加は

見られないし、人口ピラミッド要因を反映して就業者の総数は減り続ける。 

企業は、生産性を調整弁にして、人口ピラミッド要因の波をサーフィンのよう

に乗りこなしていたのである。 

以上では、期初の人口ピラミッド要因がその後５年間の就業者数増減に少な

からぬ影響を与えているように見える、という事実を示し検証を行ってきた。

特に企業が、新卒者の増減・退職者の増加という事態に対応して、生産性を調

整弁に、柔軟な雇用増減を行ってきたという説明仮説は、実態に符合するもの

と思われる。そして企業は、足元の 2000 年代後半にさらに深く進行している新

卒者の減少と退職者の増加に対しても、同様の行動を取っているのではないだ

ろうか。 
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図表７ 悪化する人口ピラミッド要因 – 2000 年と 2005 年 

  

（出所）国勢調査を基に筆者が作成 

 (注) 人口ピラミッド要因の絶対数は県により異なるため、20-59 歳人口で除して水準を揃えた 

 

図表７に示すように、2005 年時点での人口ピラミッド要因は、2000 年時点に

比して４％以上のマイナス（修正後は６％以上のマイナス）になっている。こ

れは、80 年代後半生まれに比しての 90 年代前半生まれのさらなる減少と、1947
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体的に進んでいない沖縄を除いて、全国共通で生じる減少だ。 

最も打撃が大きいのは、富山、山口、香川、和歌山のように、高度成長期に

は臨海型工業が栄えて団塊世代を集めたが、その後のサービス経済化には乗り

遅れたために若者の集積には乏しい県だ。次いで高知や秋田のような過疎県で
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では都会でも地方でも、就業者数の大幅な減少が避けられないと考えるべきだ。

企業は生産性を上昇させることでこれに対応していくことになる。他方で、後

述するような「現役世代減少に伴う消費の停滞・縮小」により、売上減少→雇

用減少の縮小トラックに入る内需対応型企業や内需対応型業界も多数出てくる

ことから、人手不足感が一方的に上昇していくとは限らない。 

 

「現役世代減少」と個人所得、モノ売上 

 マクロ経済の常識に照らせば、現役世代の減少は労働力の減少要因ではある

が、仮に相応して生産性を上げることができれば、消費や所得、経済力に影響

は生じないことになる。経済学は、生産者が生産すれば何でも売れる、あるい

は消費者に金があれば何でも売れる、という大前提を置いているからだ。生産

性の上昇に応じて賃金が上がれば、就業者数は減少しようとも雇用者所得は変

わらず、消費も落ちない、という理屈である。 

だが実際の世界では、新卒就職者の給与と退職直前の就業者の給与水準は大

きく異なる。確かに新卒者減少・退職者増加の現在、企業は採用を増やし、有

効求人倍率や新卒者就職内定率は上昇している。初任給も上がるだろうし、フ

リーターは減少するだろう。にもかかわらず退職者数が新卒就職者数よりも多

い現実、前者の給与の方が後者の給与よりも高い現実には変わりはない。その

ため企業は人手不足を補うべく設備投資を増やし、他方で支払う人件費総額は

自動的に下がっていく。生産性は上昇し、国際競争力は高まる。しかし人件費

支出が減る以上、個人所得総額は増えないし、個人消費も低迷は免れない。「戦

後最長」といわれる現下の景気回復が、一向に実感を伴わない背景には、この

ような流れがあるのではないか。事実、個人所得は 1998 年、国内小売販売額は

1996 年度をピークに今日まで連続して低下している。ピークがバブルにあった

のでではなく、現役人口がピークだった 90 年代後半にあったというのは示唆的

だ。 

もう一つ、マクロ経済学の視座から落ちている現実がある。消費行動は世代

によって大きく異なるということだ。消費者は幾らお金があっても自らのライ

フステージ上不要な商品は購入しない。現役世代の減少は、主として現役世代

の購買に依存した商品の売上を減らし、そのような商品が経済において大きな

プレゼンスを持っている場合には経済全体にマイナスの影響を与える。自家用

車、部屋数の多い郊外一戸建て住宅、オフィス、職場旅行を主要顧客とした温

泉宴会旅行、ゴルフなどは、経済に対する影響が大きいにもかかわらず現役世

代減少の影響を受けて売上減少になりやすい（そして現に売上減少になってい

る）典型的な商品だ。世界首位を目前にするトヨタグループの新車販売台数が

国内では２年連続で減少しているという事実は、このような人口ピラミッド要
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因に伴う現役世代減少の影響を典型的にうかがわせる。 

以上のような仮説への一証左として、図表８に、わが国の小売販売額（国内の

モノ需要）および個人所得と、現役世代人口の長期推移を示した。この通り３

者の増減は、全国でも一都三県でも、多少の時点のずれはあるが、方向を同じ

くしている。他方で、日本製品の輸出額（国外での日本製のモノへの需要）は、

特に今世紀に入って増加の一途を辿っており、これが景気を押し上げる要因と

なっているものの、個人所得や国内小売販売額にはその利益の反映が出てきて

いない。上記のような退職者＞新卒就職者という状況を踏まえれば、極めて納

得的な帰結といえる。 

 

図表８ 低迷する内需・個人所得と現役世代人口 

 

（出所）20-59 歳人口：国勢調査、個人所得：総務省「市町村税課税状況等の調」による課税対

象所得 

小売販売額：経済産業省「商業統計」、輸出額：財務省「国際収支統計」(2006 年は速報値) 
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また図表９では、バブル後の小売販売額と個人所得の増減を、現役世代増加

期と減少期に分けて、47 都道府県別に見た。左側のグラフは、「バブル崩壊後の

失われた 10 年」という慣用句の正当性に重大な疑念を呈示している。不況期だ

ったはずの 1991－96 年の５年間に、個人所得が全国平均で 21％も伸びていたと

いうのだから、少なくとも「失われた 10 年」の前半は、実は「失われ」てなど

いなかったのではないか？ この間に４％の増加にとどまった東京においてだ

けは、確かに何かが「失われて」いたのかもしれないが。実際、90 年代前半に

は経済成長率もさほど低くなかった。逆に 2000→2004 年の個人所得増減率は全

国で△７％、2003→04 年も△１％であり、こちらの方がよほど不況と呼ぶにふ

さわしい。 

90 年代前半の地方圏で所得が大きく伸びた要因としては、当時の公共投資大

盤振る舞いが考えられる。また、地価バブルの激しかった東京と大阪では、90

年前後を基準年とした場合には発射台が高いので、その後の落ち込みは激しく

なる。しかしそれらだけであれば、手厚く公共投資を受けていた島根や沖縄、

北海道などが、なぜ左側グラフの個人所得増加率上位県に顔を出していないの

か。また右側グラフで、秋田と鹿児島、東京と大阪がそれぞれ正反対の動きに

なっているのはなぜか。同じく右側グラフで、景気が好調と伝えられる首都圏

や愛知県においても、個人所得や小売販売額の落ち込みが継続しているのはな

ぜか。 

拙稿で説明してきた「人口ピラミッド要因による現役世代の増減」をキーワ

ードにすると、90 年代末を境に起きたこれらの変化は整合的に説明できる。そ

して、「96→03 年の個人所得所得低下、小売販売額低下が、今後の団塊世代退職

によってさらに加速していく」という仮説が、さらに真実味を帯びては来ない

だろうか。 
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図表９ 小売販売額と個人所得の関係 

 

 

（出所）個人所得：総務省「市町村税課税状況等の調」による課税対象所得 

    小売販売額：経済産業省「商業統計」 

参考文献 
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日本経済新聞社編 人口減少 新しい日本をつくる [日本経済新聞社 2006 年] 

香西泰編著 団塊世代の定年と日本経済 [日本評論社 2004 年] 
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 前稿の分析の通り、わが国においては今後 20 年以上、高齢者増が続くととも

に、今世紀中にわたって現役世代が減少すると予想され、経済活動が縮小トラ

ックに入る可能性が大きい。また、高齢者増は、地方のいわゆる「限界集落」

を抱える自治体特有の現象ではなく、むしろ高度経済成長期に団塊世代が大量

流入した首都圏において、進むであろうことが指摘されていた。 

 この稿では、高齢者増と現役世代の減少という「高齢化」が、具体的にどの

地域、自治体で進もうとしているのか、国立社会保障・人口問題研究所が 2008

年（平成 20 年）12 月に公表した「日本の市区町村別将来推計人口」に基づき分

析する。「日本の市区町村別将来推計人口」は、2005 年（平成 17 年）10 月１日

現在の国勢調査を基準に、2035 年（平成 47 年）まで５年ごと 30 年間の①年少

（０～14 歳）人口②生産年齢（15～64 歳）③老年（65 歳以上）人口④75 歳以

上人口―を推計したもの。 

図表 10 日本の将来人口推計 

年齢区分 推計区分 2005 年 2015 年 2025 年 2035 年 

65 歳以上 

人口(人) 25,760,987 33,781,454 36,353,965 37,249,162 

指数(2005 年=100) 100.0 131.1 141.1  144.6  

総人口に占める割

合(％) 
20.2 26.9 30.5  33.7  

75 歳以上 

人口(人) 11,639,368 16,452,270 21,667,283 22,352,136 

指数(2005 年=100) 100.0 141.4 186.2  192.0  

総人口に占める割

合(％) 
9.1 13.1 18.2  20.2  

15～64 歳 

人口(人) 84,421,991 76,807,285 70,960,349 62,918,599 

指数(2005 年=100) 100.0 91.0 84.1  74.5  

総人口に占める割

合(％) 
66.1 61.2 59.5  56.8  

全国 
人口(人) 127,767,994 125,430,217 119,269,828 110,679,406 

指数(2005 年=100) 100.0 98.2 93.3 86.6 

 図表10は、2005年から10年ごとの各年齢層の人口推計を表にしたものだが、

2035 年までの 30 年間で総人口が約 1,708 万人減る一方、65 歳以上の高齢者人

 ２．首都圏において顕著な高齢者増 
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口は約 1,148 万人増えると推計されている。高齢化率は 2005 年の 20.2％から

2025 年には 30％を超え、2035 年には 33.7％に達すると推計される。この間、

15～64 歳のいわゆる生産年齢人口は 2，150 万人も減るとみられる。また、75

歳以上の後期高齢者の、2035 年の指数は 192 となっており、30 年間でほぼ倍増

すると推計されている。 

次頁以降の図表 12 から 14 は、2005 年と 2035 年の全市区町村（1,805 市区町

村）の 65 歳以上人口に着目し、人数、増加率および増加数の上位 100 市区町村

を表にしたものであり、図表 15 は図表 12～14 の市区町村を都道府県ごとに分

類したものである。高齢者人口（図表 12）と増加数（図表 14）を見ると、上位

20 位までの市区のうち、政令市がそれぞれ 16 市、14 市を占めている。これに

対し、増加率（図表 13）の上位は５～10 万人規模の市町村が目立っている。ま

た、増加率の上位 100 市区町村を見ると、81 位までが指数 200 以上、つまり高

齢者の数が２倍以上に増える推計となっている。対照的に、こうした自治体の

ほとんどが、生産年齢人口を減らすと推計されており、現役世代の負担は厳し

さを増すと予想される。図表 12 において生産年齢人口が増えると推計されたの

は２市区、図表 14 において生産年齢人口が増えると推計されたのは３市区のみ

だった。 

一方、図表 12～14 に共通するのが、三大都市圏（首都圏、中京圏、京阪神圏）

の市区町村が５割以上を占めている、という点。特に首都圏（埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県）は 36％、36％、47％と突出して多い。図表 14 においては、

東京都の自治体が22を占めている。2035年の65歳以上人口指数（2005年＝100）

の全国平均は 144.6 であるのに対し首都圏は 175.8、75 歳以上人口指数では

192.0 に対し 243 と 50 ポイント以上高くなっており（図表 11）、この点からも

首都圏において高齢化が顕著に進むことがわかる。 

 

図表 11 首都圏の高齢者人口推計 

  
65 歳以上人口（人） 65 歳以上人口の指数（2005 年＝100） 

2005 年 2015 年 2025 年 2035 年 2005 年 2015 年 2025 年 2035 年 

首都圏計 6,035,218 8,728,427 9,638,482 10,608,001 100.0 144.6 159.7 175.8 

全国 25,760,987 33,781,454 36,353,965 37,249,162 100.0 131.1 141.1 144.6 

  
75 歳以上人口（人） 75 歳以上人口の指数（2005 年＝100） 

2005 年 2015 年 2025 年 2035 年 2005 年 2015 年 2025 年 2035 年 

首都圏計 2,465,291 4,007,324 5,798,623 5,990,394 100.0 162.5 235.2 243.0 

全国 11,639,368 16,452,270 21,667,283 22,352,136 100.0 141.4 186.2 192.0 
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指数 総人口(人) 指数
15-64歳人
口(人)

指数

2005年 2035年 2035年 2035年 2035年 2035年 2035年
全国 25,760,987 37,249,162 144.6 110,679,406 86.6 62,918,599 74.5

1 横浜市 神奈川県 609,427 1,143,934 187.7 3,598,301 100.5 2,127,026 85.6
2 大阪市 大阪府 535,959 725,748 135.4 2,252,217 85.7 1,333,693 75.2
3 名古屋市 愛知県 412,094 630,860 153.1 2,053,073 92.7 1,232,781 81.8
4 札幌市 北海道 326,029 602,641 184.8 1,756,075 93.4 1,016,858 77.0
5 神戸市 兵庫県 306,253 472,844 154.4 1,372,748 90.0 776,730 76.2
6 福岡市 福岡県 216,480 412,895 190.7 1,449,774 103.5 900,010 90.5
7 京都市 京都府 295,727 397,970 134.6 1,293,510 87.7 779,213 77.9
8 川崎市 神奈川県 194,305 384,081 197.7 1,372,277 103.4 864,141 90.2
9 さいたま市 埼玉県 187,357 364,798 194.7 1,141,883 97.1 669,580 81.8
10 広島市 広島県 196,612 334,956 170.4 1,041,721 90.2 602,379 76.5
11 千葉市 千葉県 153,059 302,882 197.9 918,460 99.4 528,131 82.1
12 仙台市 宮城県 162,744 295,001 181.3 944,331 92.1 563,104 78.0
13 練馬区 東京都 139,611 294,762 211.1 733,693 106.0 385,586 82.5
14 北九州市 福岡県 221,152 264,555 119.6 765,262 77.0 427,057 66.7
15 世田谷区 東京都 146,022 250,066 171.3 885,745 105.3 572,409 94.4
16 浜松市 静岡県 160,694 248,769 154.8 747,669 93.0 422,697 80.2
17 新潟市 新潟県 167,800 237,933 141.8 700,932 86.1 396,462 73.9
18 堺市 大阪府 155,832 237,055 152.1 697,705 84.0 389,826 70.0
19 相模原市 神奈川県 105,364 219,201 208.0 683,255 97.4 403,323 81.0
20 岡山市 岡山県 132,963 206,928 155.6 675,569 97.0 398,114 86.1
21 静岡市 静岡県 153,003 206,810 135.2 574,405 79.4 315,737 66.7
22 熊本市 熊本県 126,519 194,909 154.1 622,650 91.9 359,445 79.9
23 大田区 東京都 122,626 187,226 152.7 650,550 97.7 411,575 87.8
24 八王子市 東京都 96,772 185,732 191.9 595,245 106.3 359,042 91.8
25 江戸川区 東京都 100,677 176,560 175.4 720,298 110.1 465,494 101.6
26 船橋市 千葉県 94,245 174,979 185.7 554,421 97.3 326,661 81.8
27 鹿児島市 鹿児島県 113,520 171,097 150.7 533,048 88.2 306,474 76.0
28 足立区 東京都 123,974 169,820 137.0 539,375 86.3 320,933 76.4
29 杉並区 東京都 99,440 168,670 169.6 509,620 96.4 312,741 82.0
30 板橋区 東京都 100,694 163,496 162.4 507,233 97.0 304,717 83.6
31 松山市 愛媛県 98,323 150,162 152.7 456,509 88.7 262,750 76.4
32 宇都宮市 栃木県 85,059 149,826 176.1 478,745 95.3 279,983 81.3
33 西宮市 兵庫県 78,518 146,393 186.4 493,075 106.0 293,463 92.4
34 松戸市 千葉県 77,354 144,611 186.9 425,359 90.0 242,076 73.2
35 姫路市 兵庫県 99,637 142,568 143.1 453,971 84.7 261,711 74.2
36 町田市 東京都 73,901 141,442 191.4 457,205 112.7 270,789 97.6
37 川口市 埼玉県 74,930 140,099 187.0 460,565 95.9 277,039 82.1
38 大分市 大分県 81,747 139,143 170.2 422,589 91.4 238,635 76.6
39 市川市 千葉県 66,940 136,781 204.3 444,775 95.3 268,039 79.3
40 東大阪市 大阪府 95,071 135,840 142.9 421,498 82.0 244,743 70.4
41 福山市 広島県 91,804 135,493 147.6 386,918 84.3 212,573 70.9
42 倉敷市 岡山県 90,097 134,321 149.1 427,412 91.1 246,663 80.1
43 金沢市 石川県 83,574 127,264 152.3 386,839 85.1 223,138 72.5
44 長崎市 長崎県 102,880 127,180 123.6 329,642 72.4 172,756 59.3
45 藤沢市 神奈川県 65,411 126,236 193.0 404,815 102.2 240,148 87.4
46 江東区 東京都 72,742 120,886 166.2 425,104 101.0 266,850 89.0
47 柏市 千葉県 62,480 120,369 192.7 345,888 90.8 195,465 73.1
48 尼崎市 兵庫県 92,182 120,355 130.6 364,448 78.8 210,232 67.9
49 富山市 富山県 90,626 119,816 132.2 352,359 83.6 198,700 72.8
50 豊田市 愛知県 55,821 119,707 214.4 429,878 104.3 267,054 91.3
51 枚方市 大阪府 65,647 118,972 181.2 343,227 84.9 191,798 68.6
52 横須賀市 神奈川県 89,303 118,085 132.2 347,507 81.5 198,357 70.4
53 高松市 香川県 84,610 117,845 139.3 351,242 84.0 196,540 72.0
54 葛飾区 東京都 84,342 114,138 135.3 385,362 90.7 235,539 82.1

６５歳以上人口の上位100市区町村(2035年時点推計、指数は2005年＝100)

順位 市区町村名 都道府県
65歳以上人口(人)

図表12
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都市部の高齢化の実相

指数 総人口(人) 指数
15-64歳人
口(人)

指数

2005年 2035年 2035年 2035年 2035年 2035年 2035年
順位 市区町村名 都道府県

65歳以上人口(人)

55 所沢市 埼玉県 55,813 113,999 204.3 303,636 90.3 166,212 70.5
56 宮崎市 宮崎県 70,153 112,367 160.2 326,461 89.0 179,648 74.5
57 岐阜市 岐阜県 85,933 110,692 128.8 337,970 81.8 192,806 71.6
58 旭川市 北海道 79,459 110,329 138.8 267,570 75.4 135,681 58.7
59 奈良市 奈良県 71,932 110,025 153.0 285,522 77.1 151,831 61.2
60 豊橋市 愛知県 65,460 109,987 168.0 351,358 94.3 204,722 82.1
61 長野市 長野県 81,818 109,283 133.6 312,316 82.5 170,626 70.8
62 岡崎市 愛知県 55,875 106,947 191.4 378,102 103.9 230,554 92.0
63 一宮市 愛知県 68,023 105,651 155.3 344,573 92.7 201,771 81.8
64 大津市 滋賀県 56,723 104,508 184.2 328,106 101.4 190,220 87.4
65 豊中市 大阪府 71,131 104,004 146.2 305,568 79.0 172,687 66.0
66 高槻市 大阪府 66,992 103,088 153.9 274,851 78.1 147,171 62.0
67 吹田市 大阪府 57,564 102,316 177.7 322,058 91.0 187,326 76.4
68 川越市 埼玉県 56,240 100,859 179.3 288,914 86.6 163,446 70.4
69 和歌山市 和歌山県 82,994 99,154 119.5 269,488 71.8 145,038 60.0
70 高崎市 群馬県 66,678 98,859 148.3 308,304 90.7 177,063 79.1
71 いわき市 福島県 79,578 97,831 122.9 273,343 77.1 147,038 66.0
72 秋田市 秋田県 70,466 97,341 138.1 265,170 79.6 143,507 65.6
73 品川区 東京都 62,479 96,455 154.4 307,994 88.9 191,913 76.3
74 高知市 高知県 72,465 96,299 132.9 291,632 83.6 166,405 72.8
75 郡山市 福島県 60,196 94,543 157.1 307,691 90.8 179,262 79.1
76 前橋市 群馬県 65,522 92,615 141.3 262,169 82.3 144,038 69.3
77 越谷市 埼玉県 47,731 90,303 189.2 286,070 90.6 168,624 75.8
78 新宿区 東京都 57,090 88,928 155.8 322,109 105.4 215,328 96.0
79 目黒区 東京都 49,180 86,872 176.6 278,410 105.4 174,163 92.1
80 久留米市 福岡県 59,605 86,045 144.4 269,980 88.1 155,340 77.2
81 津市 三重県 63,347 85,984 135.7 250,499 86.8 140,326 75.7
82 北区 東京都 71,508 85,919 120.2 284,795 86.2 178,912 78.5
83 福島市 福島県 61,719 85,647 138.8 252,268 84.8 140,300 73.0
84 盛岡市 岩手県 56,884 85,185 149.8 247,116 82.2 138,613 68.8
85 市原市 千葉県 46,495 84,964 182.7 241,597 86.2 134,815 69.1
86 中野区 東京都 56,561 84,726 149.8 289,640 93.2 188,905 82.8
87 春日井市 愛知県 48,226 83,877 173.9 285,197 96.4 169,374 83.7
88 那覇市 沖縄県 51,372 83,832 163.2 309,405 99.0 187,688 90.2
89 青森市 青森県 63,464 83,491 131.6 231,000 74.2 126,092 61.4
90 明石市 兵庫県 52,179 81,165 155.6 236,451 81.2 131,768 67.5
91 四日市市 三重県 56,834 80,456 141.6 263,352 86.7 153,785 76.6
92 長岡市 新潟県 65,322 80,285 122.9 224,739 79.4 122,474 68.5
93 府中市 東京都 39,637 80,244 202.4 289,065 117.7 180,078 104.0
94 豊島区 東京都 52,329 79,423 151.8 235,493 94.0 143,412 80.7
95 平塚市 神奈川県 45,571 79,127 173.6 235,140 90.8 135,076 75.8
96 水戸市 茨城県 49,979 78,551 157.2 226,041 86.1 125,590 72.0
97 八尾市 大阪府 52,912 78,067 147.5 218,733 80.0 119,928 66.1
98 下関市 山口県 74,343 77,583 104.4 201,517 69.3 105,653 58.8
99 茨木市 大阪府 41,678 77,246 185.3 257,630 96.1 151,923 81.4
100 函館市 北海道 70,482 77,215 109.6 193,572 65.8 102,221 54.0
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都市部の高齢化の実相

指数 総人口(人) 指数
15-64歳人
口(人)

指数

2005年 2035年 2035年 2035年 2035年 2035年 2035年
1 浦安市 千葉県 14,296 47,782 334.2 173,819 111.9 108,455 93.2
2 富谷町 宮城県 4,734 14,543 307.2 55,213 132.7 33,276 114.9
3 三好町 愛知県 5,894 17,108 290.2 75,153 133.6 47,187 119.6
4 長久手町 愛知県 5,113 14,363 280.9 53,310 114.7 33,416 98.7
5 精華町 京都府 4,621 12,464 269.7 43,298 126.5 25,935 111.7
6 利府町 宮城県 4,460 11,592 259.9 35,639 110.5 20,288 91.8
7 守谷市 茨城県 6,491 16,789 258.6 56,453 105.1 33,605 86.8
8 印西市 千葉県 7,689 19,648 255.6 49,519 82.4 26,381 61.0
9 和光市 埼玉県 9,314 23,290 250.1 87,850 114.6 55,630 99.0
10 戸田市 埼玉県 14,067 35,050 249.2 129,943 111.4 80,403 96.0
11 白井市 千葉県 7,386 18,173 246.1 51,676 97.5 28,655 76.1
12 西原町 沖縄県 4,025 9,882 245.5 36,481 108.1 21,852 94.1
13 三田市 兵庫県 16,166 39,524 244.5 110,497 97.3 58,665 75.2
14 稲城市 東京都 10,906 26,554 243.5 97,224 127.1 59,824 111.3
15 豊見城市 沖縄県 6,704 16,298 243.1 60,507 115.2 35,533 101.1
16 小笠原村 東京都 232 563 242.2 1,949 71.6 1,173 56.0
17 吉川市 埼玉県 8,154 19,504 239.2 62,298 103.3 36,191 85.2
18 伊奈町 埼玉県 4,956 11,827 238.7 43,536 119.2 26,356 102.7
19 鶴ケ島市 埼玉県 8,823 20,850 236.3 66,241 94.9 39,020 76.3
20 玉村町 群馬県 4,859 11,459 235.8 35,513 93.0 20,329 76.6
21 日進市 愛知県 11,319 26,280 232.2 100,608 128.0 62,542 115.2
22 滝沢村 岩手県 7,345 17,003 231.5 54,382 101.5 31,539 83.7
23 南風原町 沖縄県 4,463 10,312 231.1 37,175 110.8 21,617 96.5
24 海老名市 神奈川県 17,647 40,436 229.1 127,913 103.4 74,904 84.9
25 栗東市 滋賀県 7,284 16,647 228.5 72,555 121.2 45,154 109.6
26 湖南市 滋賀県 7,122 16,251 228.2 54,304 98.2 32,499 82.5
27 岩出市 和歌山県 6,874 15,457 224.9 52,584 103.4 30,245 87.8
28 浦添市 沖縄県 13,170 29,610 224.8 112,919 106.5 67,515 94.6
29 忍野村 山梨県 1,166 2,580 221.2 7,683 90.5 4,350 74.0
30 八街市 千葉県 11,495 25,412 221.1 73,067 96.5 41,190 78.6
31 清武町 宮崎県 3,895 8,604 220.9 26,249 91.5 15,056 74.7
32 中央区 東京都 16,031 35,304 220.2 119,902 121.9 77,705 105.6
33 本埜村 千葉県 1,375 3,014 219.2 8,616 102.7 4,754 88.7
34 春日市 福岡県 14,468 31,701 219.1 106,949 98.7 62,764 83.8
35 香芝市 奈良県 10,874 23,795 218.8 86,626 122.0 51,168 107.7
36 厚木市 神奈川県 30,682 66,934 218.2 211,232 95.0 125,510 78.3
37 朝霞市 埼玉県 17,045 37,107 217.7 124,704 100.3 75,409 85.2
38 刈谷市 愛知県 19,012 41,194 216.7 162,184 114.1 102,005 101.7
39 大野城市 福岡県 13,552 29,294 216.2 94,397 101.8 54,631 85.7
40 北谷町 沖縄県 3,806 8,212 215.8 30,046 111.9 17,851 101.2
41 中央市 山梨県 4,748 10,236 215.6 30,868 97.5 17,468 80.3
42 富里市 千葉県 7,070 15,214 215.2 47,107 91.7 27,812 74.5
43 座間市 神奈川県 19,451 41,863 215.2 117,312 91.5 66,122 72.9
44 猪名川町 兵庫県 5,198 11,186 215.2 28,058 93.5 14,394 71.7
45 那珂川町 福岡県 6,244 13,438 215.2 46,213 98.4 26,717 83.3
46 牛久市 茨城県 11,842 25,463 215.0 76,223 98.7 43,934 79.9
47 豊田市 愛知県 55,821 119,707 214.4 429,878 104.3 267,054 91.3
48 鷲宮町 埼玉県 4,793 10,248 213.8 28,875 84.8 16,286 65.9
49 昭和町 山梨県 2,379 5,057 212.6 17,820 106.3 10,473 91.4
50 松伏町 埼玉県 4,632 9,834 212.3 30,866 100.0 17,696 83.6
51 藍住町 徳島県 4,375 9,273 212.0 34,191 105.9 20,610 91.7
52 練馬区 東京都 139,611 294,762 211.1 733,693 106.0 385,586 82.5
53 木津川市 京都府 10,198 21,475 210.6 71,384 112.2 41,617 95.6
54 野々市町 石川県 6,155 12,952 210.4 51,551 107.4 33,136 95.0
55 安城市 愛知県 23,569 49,292 209.1 191,042 112.2 118,720 100.9

６５歳以上人口の増加率(2005年～2035年)上位100市区町村（指数は2005年＝100）

順位 市区町村名 都道府県
65歳以上人口(人)

図表13
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都市部の高齢化の実相

指数 総人口(人) 指数
15-64歳人
口(人)

指数

2005年 2035年 2035年 2035年 2035年 2035年 2035年
順位 市区町村名 都道府県

65歳以上人口(人)

56 相模原市 神奈川県 105,364 219,201 208.0 683,255 97.4 403,323 81.0
57 東郷町 愛知県 5,481 11,366 207.4 43,704 111.0 26,407 97.5
58 上三川町 栃木県 4,656 9,644 207.1 35,177 111.3 21,192 98.6
59 広陵町 奈良県 5,086 10,497 206.4 31,830 97.0 17,878 80.7
60 菊陽町 熊本県 5,176 10,654 205.8 38,401 118.4 22,838 104.7
61 多摩市 東京都 22,980 47,198 205.4 133,412 91.5 76,350 72.2
62 国分寺市 東京都 20,869 42,780 205.0 133,327 113.4 79,556 96.0
63 吉岡町 群馬県 3,243 6,638 204.7 20,373 112.8 11,264 95.0
64 北広島市 北海道 11,142 22,791 204.6 59,503 98.1 31,441 76.9
65 舟橋村 富山県 423 865 204.5 3,833 143.4 2,308 140.4
66 所沢市 埼玉県 55,813 113,999 204.3 303,636 90.3 166,212 70.5
67 市川市 千葉県 66,940 136,781 204.3 444,775 95.3 268,039 79.3
68 草加市 埼玉県 35,330 72,104 204.1 238,318 100.8 141,465 85.1
69 龍ケ崎市 茨城県 12,130 24,741 204.0 73,160 92.7 41,219 75.2
70 大泉町 群馬県 5,497 11,212 204.0 35,599 85.9 21,031 70.5
71 草津市 滋賀県 16,797 34,112 203.1 127,721 105.4 81,022 93.4
72 知立市 愛知県 9,313 18,898 202.9 71,159 107.7 43,930 95.9
73 大和市 神奈川県 33,887 68,706 202.7 217,883 98.5 128,937 82.4
74 守山市 滋賀県 10,541 21,347 202.5 82,460 116.4 50,611 104.8
75 府中市 東京都 39,637 80,244 202.4 289,065 117.7 180,078 104.0
76 前原市 福岡県 11,221 22,630 201.7 69,168 102.8 39,086 86.9
77 八千代市 千葉県 29,461 59,387 201.6 198,324 109.7 116,272 94.2
78 瑞穂市 岐阜県 6,985 14,083 201.6 57,015 114.0 35,637 102.6
79 長与町 長崎県 6,794 13,620 200.5 44,556 104.5 25,006 89.3
80 新宮町 福岡県 3,229 6,469 200.3 24,126 102.9 14,896 91.9
81 三郷市 埼玉県 17,968 35,954 200.1 94,237 73.5 50,892 54.9
82 宜野湾市 沖縄県 11,591 23,167 199.9 100,018 111.4 62,540 102.8
83 つくば市 茨城県 28,419 56,617 199.2 209,505 104.5 131,001 92.3
84 三芳町 埼玉県 6,420 12,770 198.9 35,592 96.1 19,360 76.2
85 尾張旭市 愛知県 12,852 25,549 198.8 79,245 101.1 45,308 85.2
86 港区 東京都 33,007 65,566 198.6 218,745 117.7 139,800 103.0
87 古賀市 福岡県 9,189 18,250 198.6 49,514 88.5 26,762 69.9
88 筑紫野市 福岡県 15,465 30,680 198.4 99,566 102.0 58,152 86.6
89 千葉市 千葉県 153,059 302,882 197.9 918,460 99.4 528,131 82.1
90 川崎市 神奈川県 194,305 384,081 197.7 1,372,277 103.4 864,141 90.2
91 中城村 沖縄県 2,629 5,183 197.2 18,110 114.6 10,867 103.8
92 小牧市 愛知県 21,629 42,502 196.5 142,281 96.7 84,697 82.6
93 甲斐市 山梨県 11,328 22,244 196.4 71,613 96.7 40,919 80.3
94 京田辺市 京都府 9,882 19,403 196.3 72,750 113.7 44,746 99.6
95 可児市 岐阜県 15,300 30,000 196.1 97,503 99.8 57,210 84.4
96 矢巾町 岩手県 4,670 9,153 196.0 29,553 109.1 16,779 93.9
97 坂戸市 埼玉県 15,220 29,826 196.0 85,564 86.5 48,332 68.4
98 熊取町 大阪府 6,934 13,574 195.8 42,402 95.3 24,442 79.0
99 幸田町 愛知県 5,333 10,434 195.7 37,639 105.7 22,730 92.9
100 沖縄市 沖縄県 18,107 35,427 195.7 145,736 115.3 88,431 107.3
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都市部の高齢化の実相

順位
市区町村
名

都道府
県

2035年時
の65歳以
上人口

2005年以
降の増加
数(人)

指数
2035年時の
総人口(人)

2005年以降
の増加数
(人)

指数
2035年時
の15-64歳
人口(人)

2005年以降
の増加数
(人)

指数

全国 37,249,162 11,488,175 144.6 110,679,406 -17,088,588 86.6 62,918,599 -21,503,392 74.5
1 横浜市 神奈川県 1,143,934 534,507 187.7 3,598,301 18,673 100.5 2,127,026 -356,571 85.6
2 札幌市 北海道 602,641 276,612 184.8 1,756,075 -124,788 93.4 1,016,858 -303,522 77.0
3 名古屋市 愛知県 630,860 218,766 153.1 2,053,073 -161,989 92.7 1,232,781 -273,639 81.8
4 福岡市 福岡県 412,895 196,415 190.7 1,449,774 48,495 103.5 900,010 -94,492 90.5
5 大阪市 大阪府 725,748 189,789 135.4 2,252,217 -376,594 85.7 1,333,693 -439,258 75.2
6 川崎市 神奈川県 384,081 189,776 197.7 1,372,277 45,266 103.4 864,141 -94,183 90.2
7 さいたま市埼玉県 364,798 177,441 194.7 1,141,883 -34,431 97.1 669,580 -148,625 81.8
8 神戸市 兵庫県 472,844 166,591 154.4 1,372,748 -152,645 90.0 776,730 -242,107 76.2
9 練馬区 東京都 294,762 155,151 211.1 733,693 41,354 106.0 385,586 -81,534 82.5
10 千葉市 千葉県 302,882 149,823 197.9 918,460 -5,859 99.4 528,131 -114,871 82.1
11 広島市 広島県 334,956 138,344 170.4 1,041,721 -112,670 90.2 602,379 -184,855 76.5
12 仙台市 宮城県 295,001 132,257 181.3 944,331 -80,767 92.1 563,104 -158,506 78.0
13 相模原市 神奈川県 219,201 113,837 208.0 683,255 -18,375 97.4 403,323 -94,836 81.0
14 世田谷区 東京都 250,066 104,044 171.3 885,745 44,580 105.3 572,409 -33,798 94.4
15 京都市 京都府 397,970 102,243 134.6 1,293,510 -181,301 87.7 779,213 -220,689 77.9
16 八王子市 東京都 185,732 88,960 191.9 595,245 35,233 106.3 359,042 -32,195 91.8
17 浜松市 静岡県 248,769 88,075 154.8 747,669 -56,363 93.0 422,697 -104,070 80.2
18 堺市 大阪府 237,055 81,223 152.1 697,705 -133,261 84.0 389,826 -167,243 70.0
19 船橋市 千葉県 174,979 80,734 185.7 554,421 -15,414 97.3 326,661 -72,636 81.8
20 江戸川区 東京都 176,560 75,883 175.4 720,298 66,354 110.1 465,494 7,146 101.6
21 岡山市 岡山県 206,928 73,965 155.6 675,569 -20,603 97.0 398,114 -64,109 86.1
22 新潟市 新潟県 237,933 70,133 141.8 700,932 -112,915 86.1 396,462 -139,851 73.9
23 市川市 千葉県 136,781 69,841 204.3 444,775 -21,833 95.3 268,039 -69,997 79.3
24 杉並区 東京都 168,670 69,230 169.6 509,620 -18,967 96.4 312,741 -68,749 82.0
25 熊本市 熊本県 194,909 68,390 154.1 622,650 -54,915 91.9 359,445 -90,605 79.9
26 西宮市 兵庫県 146,393 67,875 186.4 493,075 27,738 106.0 293,463 -24,120 92.4
27 町田市 東京都 141,442 67,541 191.4 457,205 51,671 112.7 270,789 -6,547 97.6
28 松戸市 千葉県 144,611 67,257 186.9 425,359 -47,220 90.0 242,076 -88,428 73.2
29 川口市 埼玉県 140,099 65,169 187.0 460,565 -19,514 95.9 277,039 -60,486 82.1
30 宇都宮市 栃木県 149,826 64,767 176.1 478,745 -23,651 95.3 279,983 -64,521 81.3
31 大田区 東京都 187,226 64,600 152.7 650,550 -15,124 97.7 411,575 -57,159 87.8
32 豊田市 愛知県 119,707 63,886 214.4 429,878 17,737 104.3 267,054 -25,358 91.3
33 板橋区 東京都 163,496 62,802 162.4 507,233 -15,850 97.0 304,717 -59,614 83.6
34 藤沢市 神奈川県 126,236 60,825 193.0 404,815 8,801 102.2 240,148 -34,702 87.4
35 所沢市 埼玉県 113,999 58,186 204.3 303,636 -32,464 90.3 166,212 -69,570 70.5
36 柏市 千葉県 120,369 57,889 192.7 345,888 -35,075 90.8 195,465 -71,755 73.1
37 鹿児島市 鹿児島県 171,097 57,577 150.7 533,048 -71,319 88.2 306,474 -96,773 76.0
38 大分市 大分県 139,143 57,396 170.2 422,589 -39,728 91.4 238,635 -72,898 76.6
39 静岡市 静岡県 206,810 53,807 135.2 574,405 -148,918 79.4 315,737 -157,881 66.7
40 枚方市 大阪府 118,972 53,325 181.2 343,227 -60,817 84.9 191,798 -87,696 68.6
41 松山市 愛媛県 150,162 51,839 152.7 456,509 -58,428 88.7 262,750 -81,230 76.4
42 岡崎市 愛知県 106,947 51,072 191.4 378,102 14,295 103.9 230,554 -20,030 92.0
43 江東区 東京都 120,886 48,144 166.2 425,104 4,259 101.0 266,850 -33,072 89.0
44 大津市 滋賀県 104,508 47,785 184.2 328,106 4,387 101.4 190,220 -27,533 87.4
45 足立区 東京都 169,820 45,846 137.0 539,375 -85,432 86.3 320,933 -99,227 76.4
46 吹田市 大阪府 102,316 44,752 177.7 322,058 -31,827 91.0 187,326 -57,752 76.4
47 川越市 埼玉県 100,859 44,619 179.3 288,914 -44,881 86.6 163,446 -68,595 70.4
48 豊橋市 愛知県 109,987 44,527 168.0 351,358 -21,121 94.3 204,722 -44,697 82.1
49 倉敷市 岡山県 134,321 44,224 149.1 427,412 -41,965 91.1 246,663 -61,400 80.1
50 金沢市 石川県 127,264 43,690 152.3 386,839 -67,768 85.1 223,138 -84,609 72.5
51 福山市 広島県 135,493 43,689 147.6 386,918 -72,169 84.3 212,573 -87,125 70.9
52 北九州市 福岡県 264,555 43,403 119.6 765,262 -228,263 77.0 427,057 -213,299 66.7
53 姫路市 兵庫県 142,568 42,931 143.1 453,971 -82,261 84.7 261,711 -90,853 74.2
54 越谷市 埼玉県 90,303 42,572 189.2 286,070 -29,722 90.6 168,624 -53,851 75.8
55 宮崎市 宮崎県 112,367 42,214 160.2 326,461 -40,436 89.0 179,648 -61,641 74.5

６５歳以上人口の増加数(2005年～2035年)上位100自治体(指数は2005年＝100)
図表14
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都市部の高齢化の実相

順位
市区町村
名

都道府
県

2035年時
の65歳以
上人口

2005年以
降の増加
数(人)

指数
2035年時の
総人口(人)

2005年以降
の増加数
(人)

指数
2035年時
の15-64歳
人口(人)

2005年以降
の増加数
(人)

指数

56 東大阪市 大阪府 135,840 40,769 142.9 421,498 -92,323 82.0 244,743 -102,695 70.4
57 府中市 東京都 80,244 40,607 202.4 289,065 43,442 117.7 180,078 6,870 104.0
58 市原市 千葉県 84,964 38,469 182.7 241,597 -38,658 86.2 134,815 -60,310 69.1
59 奈良市 奈良県 110,025 38,093 153.0 285,522 -84,580 77.1 151,831 -96,398 61.2
60 目黒区 東京都 86,872 37,692 176.6 278,410 14,346 105.4 174,163 -14,970 92.1
61 一宮市 愛知県 105,651 37,628 155.3 344,573 -27,114 92.7 201,771 -44,952 81.8
62 草加市 埼玉県 72,104 36,774 204.1 238,318 2,002 100.8 141,465 -24,808 85.1
63 厚木市 神奈川県 66,934 36,252 218.2 211,232 -11,171 95.0 125,510 -34,741 78.3
64 高槻市 大阪府 103,088 36,096 153.9 274,851 -76,975 78.1 147,171 -90,321 62.0
65 春日井市 愛知県 83,877 35,651 173.9 285,197 -10,605 96.4 169,374 -33,059 83.7
66 茨木市 大阪府 77,246 35,568 185.3 257,630 -10,331 96.1 151,923 -34,731 81.4
67 大和市 神奈川県 68,706 34,819 202.8 217,883 -3,337 98.5 128,937 -27,605 82.4
68 郡山市 福島県 94,543 34,347 157.1 307,691 -31,143 90.8 179,262 -47,350 79.1
69 品川区 東京都 96,455 33,976 154.4 307,994 -38,363 88.9 191,913 -59,524 76.3
70 平塚市 神奈川県 79,127 33,556 173.6 235,140 -23,818 90.8 135,076 -43,071 75.8
71 浦安市 千葉県 47,782 33,486 334.2 173,819 18,529 111.9 108,455 -7,940 93.2
72 高松市 香川県 117,845 33,235 139.3 351,242 -66,883 84.0 196,540 -76,279 72.0
73 豊中市 大阪府 104,004 32,873 146.2 305,568 -81,055 79.0 172,687 -89,034 66.0
74 港区 東京都 65,566 32,559 198.6 218,745 32,884 117.7 139,800 4,133 103.0
75 茅ケ崎市 神奈川県 74,279 32,511 177.8 219,067 -9,353 95.9 124,454 -30,397 80.4
76 那覇市 沖縄県 83,832 32,460 163.2 309,405 -2,988 99.0 187,688 -20,354 90.2
77 春日部市 埼玉県 71,144 32,200 182.7 186,800 -51,706 78.3 100,285 -66,610 60.1
78 高崎市 群馬県 98,859 32,181 148.3 308,304 -31,628 90.7 177,063 -46,848 79.1
79 宝塚市 兵庫県 73,584 32,048 177.2 203,591 -16,271 92.6 110,116 -35,818 75.5
80 新宿区 東京都 88,928 31,838 155.8 322,109 16,393 105.4 215,328 -8,880 96.0
81 上尾市 埼玉県 67,354 31,745 189.1 207,715 -12,517 94.3 119,939 -32,490 78.7
82 旭川市 北海道 110,329 30,870 138.9 267,570 -87,434 75.4 135,681 -95,277 58.7
83 八千代市 千葉県 59,387 29,926 201.6 198,324 17,595 109.7 116,272 -7,126 94.2
84 葛飾区 東京都 114,138 29,796 135.3 385,362 -39,516 90.7 235,539 -51,527 82.1
85 加古川市 兵庫県 74,725 29,639 165.7 223,907 -43,193 83.8 126,751 -54,278 70.0
86 富山市 富山県 119,816 29,190 132.2 352,359 -68,880 83.6 198,700 -74,263 72.8
87 明石市 兵庫県 81,165 28,986 155.6 236,451 -54,576 81.2 131,768 -63,345 67.5
88 西東京市 東京都 64,499 28,860 181.0 208,430 18,695 109.9 125,121 -4,916 96.2
89 調布市 東京都 64,885 28,824 179.9 235,240 19,121 108.8 149,822 -4,509 97.1
90 横須賀市 神奈川県 118,085 28,782 132.2 347,507 -78,671 81.5 198,357 -83,423 70.4
91 水戸市 茨城県 78,551 28,572 157.2 226,041 -36,562 86.1 125,590 -48,884 72.0
92 三鷹市 東京都 62,184 28,461 184.4 184,370 7,354 104.2 108,394 -14,488 88.2
93 盛岡市 岩手県 85,185 28,301 149.8 247,116 -53,630 82.2 138,613 -62,897 68.8
94 つくば市 茨城県 56,617 28,198 199.2 209,505 8,977 104.5 131,001 -10,957 92.3
95 尼崎市 兵庫県 120,355 28,173 130.6 364,448 -98,199 78.8 210,232 -99,498 67.9
96 中野区 東京都 84,726 28,165 149.8 289,640 -20,987 93.2 188,905 -39,298 82.8
97 長野市 長野県 109,283 27,465 133.6 312,316 -66,196 82.5 170,626 -70,436 70.8
98 渋谷区 東京都 64,896 27,276 172.5 200,551 -2,783 98.6 125,767 -23,468 84.3
99 豊島区 東京都 79,423 27,094 151.8 235,493 -15,092 94.0 143,412 -34,268 80.7
100 前橋市 群馬県 92,615 27,093 141.3 262,169 -56,415 82.3 144,038 -63,948 69.3
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　 都市部の高齢者増の実相

順位都道府県 都市圏
市区
町村
数

順位都道府県 都市圏
市区
町村
数

順位 都道府県 都市圏
市区
町村
数

1 東京都 首都圏 18 1 埼玉県 首都圏 13 1 東京都 首都圏 22
2 大阪府 京阪神圏 9 2 愛知県 中京圏 11 2 神奈川県 首都圏 9
3 愛知県 中京圏 6 3 千葉県 首都圏 9 3 大阪府 京阪神圏 8
3 神奈川県 首都圏 6 4 沖縄県 8 3 埼玉県 首都圏 8
3 千葉県 首都圏 6 4 東京都 首都圏 8 3 千葉県 首都圏 8
6 埼玉県 首都圏 5 6 福岡県 7 6 兵庫県 京阪神圏 7
6 兵庫県 京阪神圏 5 7 神奈川県 首都圏 6 7 愛知県 中京圏 6
8 福岡県 3 8 茨城県 4 8 茨城県 2
8 福島県 3 8 滋賀県 4 8 岡山県 2
8 北海道 3 8 山梨県 4 8 群馬県 2

11 岡山県 2 11 京都府 京阪神圏 3 8 静岡県 2
11 群馬県 2 11 群馬県 3 8 広島県 2
11 静岡県 2 11 宮城県 3 8 福岡県 2
11 新潟県 2 14 岩手県 2 8 北海道 2
11 広島県 2 14 岐阜県 中京圏 2 15 石川県 1
11 三重県 中京圏 2 14 奈良県 京阪神圏 2 15 岩手県 1
17 青森県 1 14 兵庫県 京阪神圏 2 15 愛媛県 1
17 秋田県 1 18 石川県 1 15 大分県 1
17 石川県 1 18 大阪府 京阪神圏 1 15 沖縄県 1
17 茨城県 1 18 熊本県 1 15 香川県 1
17 岩手県 1 18 徳島県 1 15 鹿児島県 1
17 愛媛県 1 18 栃木県 1 15 京都府 京阪神圏 1
17 大分県 1 18 富山県 1 15 熊本県 1
17 沖縄県 1 18 長崎県 1 15 滋賀県 1
17 香川県 1 18 北海道 1 15 栃木県 1
17 鹿児島県 1 18 和歌山県 1 15 富山県 1
17 岐阜県 1  計 100 15 長野県 1
17 京都府 京阪神圏 1 15 奈良県 京阪神圏 1
17 熊本県 1 15 新潟県 1
17 高知県 1 15 福島県 1
17 滋賀県 1 15 宮城県 1
17 栃木県 1 15 宮崎県 1
17 富山県 1 計 100
17 長崎県 1
17 長野県 1
17 奈良県 京阪神圏 1
17 宮城県 1
17 宮崎県 1
17 山口県 1
17 和歌山県 1

計 100

65歳以上人口 65歳以上人口増加率 65歳以上人口増加数

図表12～14の都道府県別分類
図表15
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都市の高齢者増がもたらす課題と対応 

第Ⅱ章 

１． 高齢者増と地域ケアシステム 

２． 地域ケアの実践事例①（ケア・セン

ターやわらぎ） 

３． 地域ケアの実践事例②（埼玉県和

光市） 
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21 世紀型ケアモデルの必要性 

 高齢者増問題の核心は、寝たきり状態などになる高齢者のケアである。高齢

死亡者の寝たきり期間は平均８ヶ月で、１割以上の人が３年以上寝たきりにな

る。近代的な医療は、一時的に健康を害して依存状態に陥った原因を治癒し、

自立状態に戻すことを目指している。これに対し「寝たきり」とは、自立状態

に戻すことがそもそも不可能な状態を意味しており、従来型のケアや終末期医

療では、心身の問題に対応できない。たとえば、私たちが施設や病院に入り、

不自由な状態を我慢するのは、一定期間入院すれば元の生活に戻ることができ

るからである。終末期医療の場合は元に戻ることができないのだから、我慢を

強いたり、生活の場を捨てさせたりするのは望ましくない。「治癒を前提としな

いケア」が一つのキーワードとなる。 

 高齢者ケアの問題とはまた、絶対数の問題でもある。特に 21 世紀には 75 歳

以上の後期高齢人口の急増が本格化する。有吉佐和子の「恍惚の人」がベスト

セラーになった昭和 47 年当時、高齢者の数は 220 万人だったが、平成 17（2005）

年、75 歳以上人口は 1，163 万人と 1，000 万人を超えた。さらに、平成 37（2025）

年の 75 歳以上の人口はおよそ 2，170 万人、平成 47（2035）年には 2，235 万人

と予想されており1、30 年でほぼ倍増する計算だ。高齢者の依存状態の一般化、

長期化はすでに従来の家族扶養の限界を超えているし、長期ケアの必要な高齢

者を施設や病院で受け止めようとすれば、財政面からの破たんは避けられない。 

 

生活の場にケアを取り戻す 

 治癒を前提としたケアや医療からの脱却、高齢者増に伴うリソース不足、と

いう２つの課題に対応できる 21 世紀型のシステムとはどのようなものか。胎動

ともいえる動きはすでに姿を現している。 

 ＮＰＯ法人ホームホスピス宮崎が運営する「かあさんの家」は、同法人が借

り上げた民家に、定期的な痰の吸引が必要な高齢者が暮らしている。訪問看護

や訪問診療は入っているが、基本的には「生活の場」で、生活の制限はない。

隣家や通りの物音や子供たちが遊ぶ声が聞こえるなど、ごく当たり前の暮らし

があり、終末期医療のための特別な場ではない。 

 新潟県長岡市の「こぶし園」は、平成 17 年の介護保険制度改革で導入された

小規模多機能型居宅介護などの地域密着サービスを徹底的に活用するビジネス

モデルを確立。施設機能を生活圏としての地域に徹底的に分散化し、従来型の

                                                  
1 25 頁参照。 

１．高齢者増と地域ケアシステム 
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施設を縮小することに成功した。 

 高齢者デイサービスの分野でも、山口県山口市及び宇部市の「夢のみずうみ

村」では、利用者の選択を徹底的に尊重するとともに、従来型介護の世界で無

視されてきた生活の楽しみを追求したプログラムを用意し、従来型のケアでは

考えられない水準の要介護状態の改善を実現している。 

 鹿児島県鹿屋市の「やねだん2」は、「限界集落」と言われる資源の少ない悪条

件とも思える地域でありながら、徹底的な参加システムにより高齢者を主体と

するコミュニティビジネスを通じ、究極の介護予防システムとも言える地域づ

くりに取り組んでいる。 

 こうした実践から見えてくるのは、生活が中心にあって、必要な医療やケア

外付けする、地域ケアの考えである。生活から切り離され、人工的な環境（施

設）で提供されるケアを、生活の場におけるケアとして取り戻すことができれ

ば、生活の質（ＱＯＬ）を維持することができる。自宅でのケアが無理ならば、

本人が生活してきた地域に新たな住まいを作り、そこに外部からケアを持って

くる、という手法も考えられる。 

 

新たなコミュニティ・デザイン 

 地域ケアとは、住み慣れた生活圏に様々なケアサービスを持ってくることで

あった。自宅であれば訪問介護・訪問看護とデイケアを組み合わせる。自宅で

のケアが難しければ小規模多機能施設に移り、地域で人生を全うする。住み慣

れた地域にとどまることで、友人や知人からの声かけ・見守り、「おすそ分け」

などの助け合い、多世代との交流といったケアを享受することも可能だ。 

 つまり、地域ケアとは、人々の生活が営まれている地域社会でサービスを提

供するとともに、地域社会においてさまざまなインフォーマルな「つながり」「助

け合い」を開発・組織化すること（次頁図参照）、ということになる。 

 ところが、インフォーマルな助け合いを開発・組織化しようとしても、肝心

の地域が、今や「地域」の体を成さなくなっている。地域活動の担い手の多く

は自営業者だった。それが「シャッター街」と言われるように、どんどん姿を

消しつつある。地域活動の担い手も受け皿もなくなり、地域に参加してみたい

と思う魅力的な活動もない。社会参加の力が非常に弱くなっている。底流には、

助けを必要とする弱者への共感や連帯心が薄れつつある、という深刻な問題も

横たわっている。こうした地域を、どう作り直すか。政策・制度の問題に限ら

                                                  
2 鹿児島県鹿屋市柳谷にある小さな集落の通称。平成 18 年度の高齢化率は 37％。平成８年

に就任した自治公民館長の豊重哲郎氏が主導し、集落総出のサツマイモ栽培、土着菌を使

った土作り、オリジナル焼酎造りなど、地元の特産品の開発に成功、平成 18 年には全世帯

に１万円のボーナスを支給した。平成 19 年「あしたのまちづくり・くらしづくり活動、内

閣総理大臣賞」を受賞した。 



都市の高齢者増がもたらす課題と対応 

36 
 

ず、コミュニティ・デザインを考える必要がある。 

 たとえば、福岡県北九州市では、孤独死問題をきっかけに、今年度から「い

のちをつなぐネットワーク事業」を開始、地域ごとに地域づくりのコーディネ

ーターの役割をする「いのちをつなぐネットワーク担当係長」を配置した。地

域社会の持つインフォーマルなケア機能を掘り起こそうという試みであり、早

速、マンション管理人や近隣住民による見守りが独り暮らし高齢者の命を救う、

といった成果も挙げている3。 

 インフォーマルなつながりや助け合いをもう一度浮上させるにあたって受け

皿となるのがＮＰＯであり、増大する高齢者自身が担い手として活動する場だ

と考えることもできる。元気な高齢者がケアの担い手になることができれば、

ケアにかかる負担も減らすことができる。人口減少社会の中で労働者が不足す

るなら、何歳になっても働けるような社会にすることこそが、究極の介護予防

になる、と考えることができる。 

                                                  
3 84～89 頁を参照。 

地域ケアの構成要素 

専門的・制度的サービスを

地域で提供 

長期継続ケアを可能にする

サービスの調整とマネジメ

ント 

ケアの必要な地域住民を地域が

支える。ニーズの発見、インフォ

ーマルなケア、見守り、助け合い

 

地域ケア 
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２－１ 介護はプロに、家族は愛を 

 

介護保険のモデル 

 日本の在宅介護に革命的な転換をもたらしたＮＰＯ法人が、東京都立川市に

ある。本研究会の石川治江委員が代表理事を務める「ケア・センターやわらぎ」

である。「介護は施設で」が当たり前だった昭和 62 年、「24 時間 365 日」のサー

ビスを、日本で初めて実現した。家族やボランティア任せだった介護を、継続

して提供できるよう有償化し、介護メニューを可視化・マニュアル化してサー

ビスを均質にした。いずれも介護保険のモデルになった取組だ。 

 「在宅に限界なし」を証明して見せた石川氏の取組は、そのまま地域ケアの

地平に新たな可能性を切り開いた歴史だったと言える。 

 

障害者福祉との出会い 

 石川氏は昭和 22 年、東京で生まれた。外資系企業に秘書として勤務した後、

結婚、出産を経て立川駅近くで居酒屋を始めるまで、福祉や障害者との関わり

はなかった。ある時、高校時代の同級生に誘われ、武蔵村山市の授産施設を訪

れる。そこで出会った入所者の男性が、石川氏の人生を大きく変えた。生まれ

つき手足の自由がきかないその男性は、「電車に乗って出かけたい」と訴えた。

ＪＲがまだ国鉄だった昭和 53 年当時、エレベーターが設置された駅はほとんど

なかった。車いすで国鉄に乗るには２日前に申し込まなければならず、切符を

買うには 40 分以上待たされた。 

「障害者というだけで、なぜこのような扱いを受けなければならないのか」 

石川氏らは「立川駅にエレベーター設置を要求する会」を設立し、立川市や

国鉄を相手取って運動を始めた。障害者である、というだけで受ける不当な扱

いや過酷な現実は、もちろんこれだけではなかったが、石川氏はそうした怒り

を、エレベーター設置運動にぶつけた4。 

「共に生きる地域を作る、なんてスローガンじゃ逆に事の本質がぼやける。

明確に勝ち取る目標を設定した」 

こうした運動と同時並行で、生活支援ボランティアを発足させた。当時の公

的サービスは週 18 時間の家事援助だけ。 

「障害者になったら自宅のある地域では生きられない。『死ね』ということだ

と思った」 

                                                  
4 ＪＲ立川駅には平成 9年 10 月、5基のエレベーターが設置された。 

２．地域ケアの実践事例①（ケア・センターやわらぎ） 
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怒りを胸に、介護現場に入っていった。 

 

介護の有償化 

ボランティアによる自立生活支援は８年続いたが、やがて行き詰まるように

なる。ボランティアの「善意」頼みでは安定的な人手確保は難しいが、ボラン

ティアがこなければ障害者は食事も入浴もできなくなる。結局、石川氏ら事務

局に負担が集中し、やがて資金も底をついた。 

「長い在宅生活を支えるためには、システムを作る必要がある」 

 昭和 62 年、非営利の民間福祉団体「ケア・センターやわらぎ」を立ち上げ、

契約に基づく介護サービスの提供を始めた。利用者から１時間650円を徴収し、

対価としてケアを提供する。介護にカネを介在させることに批判も起こったが、

石川氏は「障害者が安心して地域で暮らすためには、システムが必要だ」と動

じなかった。「やわらぎ」は障害者に限らず、寝たきり、難病、認知症など、他

の団体で受けきれないケースを多く受け入れた。派遣業ではないので、利用料

はヘルパー（当時はケア・ワーカー）に入る。事務局経費の確保に苦労したが、

こうした実績を見た自治体が、やがて運営費を補助するようになった。 

「在宅に限界なし」をモットーに活動してきた石川氏だが、認知症の高齢者

をケアする際、在宅では限界があるとして、平成 7 年からデイサービスセンタ

ーも始めた。平成 9 年には社会福祉法人「にんじんの会」を設立、にんじんの

会は東京都国分寺市、立川市、日野市、杉並区、山梨県上野原町に拠点を持ち、

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、訪問介護、訪問看護、通所介護、居

宅介護支援など介護保険事業や障害者自立支援事業を展開している。また、ケ

ア・センターやわらぎは平成 12 年、ＮＰＯ法人になった。にんじんの会とやわ

らぎは現在、あわせて 12 カ所の拠点を持ち、職員約 600 人を擁している。 

 

ｉｃｈｉｇｏシステムの開発 

 石川氏が好んで口にする「介護はプロに、家族は愛を」という言葉は、在宅

介護の労苦から多くの人を解き放ったキーワードだ。「家族なのだから」との思

いに縛られ、介護の重荷を背負い込んで心身ともに疲れ果てる人は多い。これ

に対し石川氏は、「介護は行為であり、思いと行為とは切り離して考えるべきだ」

と言い切る。介護とはオムツ替えや食事の世話、入浴などの「行為」の積み重

ねであって、診察や投薬などの医療「行為」と何ら変わることはない。 

「行為はプロの技術に任せ、家族は心のよりどころであればいい」 

プロの技術である以上、価格に見合ったサービスが、安定的に供給されなけ

ればならない。石川氏は平成６年から、介護の記録化・言語化と、コーディネ

ーターの育成・養成を本格化する。コーディネーターは平成 12 年にスタートし
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た介護保険制度で「ケア・マネージャー」として制度化されたが、ケアをする

人と受ける人をつなぐ仕組みに最初に着目したのは石川氏だ。これらは「ケー

ス管理業務支援情報システム（ichigo システム）と名付けられ、平成 11 年には

国の「情報化月間推進会議議長賞」を受賞した。 

「ichigo システム」では、ケア・マネージャーが行うマネジメントのサイク

ルが、受付、インテーク、アセスメント、ケアプランの作成、サービス提供・

モニタリング、サービスの調整、終了評価の７段階に区切られている。ケアメ

ニューもコード化され、どのサービスを何回提供したか、という情報をヘルパ

ー同士で共有することができる。利用者の自立度や、対応可能なヘルパーの熟

練度も区分化した。これらはすべて、介護保険制度の下敷きとなった。同制度

導入前には当時の厚生省などからの視察や問い合わせが殺到したという。 

 

お願い型市民活動からの脱却 

「高齢者や障害者が地域で安心して暮らす」ことを目指した 24 時間 365 日介

護への挑戦。石川氏は当初、行政などからの支援なしにシステム作りに取り組

んだ。「行政からは当初、『24 時間 365 日介護なんてできっこない』と言われた。

だから『システムを作って見せてやる』と思った」 

介護の有償化、介護サービスの可視化、コーディネーターの育成など、石川

氏が考案したシステムは、やがて時代のニーズを得て介護保険制度へと発展し

ていった。石川氏は、一つのシステムを作るためには、様々な人間が様々なカ

ードを出し合い、議論することが必要であり、そうすることでよりよいシステ

ムが生まれる、としている。 

「まず、自分たちがちゃんと提案できるカードやノウハウを持ってテーブル

に着かないと、行政のノウハウも引き出せない。住民自らが担い手である、と

いう意識を持つべき」 
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２－２ あなたの笑顔が介護を変える 

 この項は平成 21 年２月 28 日、立川市の「やわらぎ研修センター」で行われ

た石川治江氏の講演「あなたの笑顔が介護を変える」の模様を収録したもので

ある。 

 

障害を持った人たちとの出会い 

 こんにちは。私は現在、ＮＰＯ法人「ケア・センターやわらぎ」と社会福祉

法人「にんじんの会」の理事長を務めております。「やわらぎ」は 24 時間 365

日の在宅介護を日本で最初に始めました。それまで私は、「立川駅にエレベータ

ー設置を要求する会」という運動を、障害を持った人や友人とやっておりまし

て、障害者への生活支援ボランティアも８年ちょっとやりました。 

私がエレベーター設置運動を始めたのは、そのころ生まれて初めて障害を持

った人たちの入居している施設に行って、ものすごいカルチャーショックを受

けたからです。障害を持った人はもちろん、車いすに乗っている人も初めてで

した。皆さん、自分が車いすの生活を余儀なくされた時、それでも外に出たい

ですよね。ずっと家にいるなんて考えられないでしょ？その時、何とか一人で

駅まで行ったとしても、階段を上るときに誰かに頼まなければ電車には乗れま

せんよね。「すいません」と４人にお願いして、階段を上る。「すいません」「す

いません」とお願いしなければ、何もできない。「すいません人生」になっちゃ

う。 

私は、しょっちゅう施設に行って、障害を持った人と外に出ました。私一人じ

ゃ車いすを持ち上げられないから、通行人にお願いして。その時、「ああ、こう

いうことか」と思いました。行きたい時に行きたい所へ行けない。すごい手続

きを経なければならない。だからエレベーターをつけたい、という心情がもの

すごく分かりました。とにかく３人で運動をやろう、と決めて。だけど、エレ

ベーター設置まで 16 年かかりまし

た。当時は国鉄。ここに関係者がい

らしたらお許しいただきたいので

すが、国鉄の対応はひどかった。切

符を買うのに 30～40 分かかるので

す。どうしてか。障害持った人と介

助者には、割引料金がある。だけど、

だいたい駅員がそういうことを知

らないのです。切符を買う窓口に行

って、「切符下さい」というと、分

厚い要綱を持ってきて延々めくっ
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ている。「あんた、だれ？」なんて言われて。「介助者です」というと、「何それ、

親戚？」って。 

八王子には障害者の施設があったので、八王子駅で駅員を全員腰痛にしよう、

という少々乱暴な運動もやりました。電動車いす、というのはバッテリーを積

んでいるから、人間の重さを足すと 160～170 キロぐらいある。 

16 年間、本当に様々な実践をして、立川駅に計５基のエレベーターがつきま

した。 

 

24 時間 365 日の在宅ケア 

 ケア・センターやわらぎは、今から21年前に非営利の民間団体として設立し、

24 時間 365 日の在宅ケアサービスをスタートさせました。どうして 24 時間 365

日介護を始めたか、といいますと、当時行政のヘルパーは週 18 時間でした。そ

れも家政婦紹介所への委託でした。家政婦さんたちは家事援助事業として障害

者のところへ来られるので、掃除や洗濯、買い物しかやってくれません。お風

呂とか食事とかおむつ交換とか、そういうボディタッチ、身体にかかわるお仕

事は一切してくれませんでした。 

エレベーター運動は要求運動で、「作れ」と言って要求していればよかった。

これに対し、「24 時間 365 日の在宅サービス」というのは機能運動でした。この

地域に必要な機能だ、と。わが国は戦後、ハード優先で国づくりをしてきまし

た。ハード優先で走ってきて、機能をどうしたらいいか、という議論をしてこ

なかった。この地域で私たちが安心して暮らすために、どういう機能が必要か。

機能を生かすためにはどういうハードが必要か、という議論の仕方に変えてい

かなければならないのですね。この地域にはどういう機能が必要なのか、私の

人生にはどういう機能がいいのか、あなたと私の関係はどういうものか、とい

うように。「24 時間 365 日のケア」を要求するのではなく、自分たちで作ってい

こう、見せていこう、そうじゃないと、世の中の人たち、特に行政や地域の人

たちに理解されないだろう、ということで、サービスを始めました。 

でも、最初は大変でした。当時借りていた木造民家の一階は、見事にボロボ

ロでした。ゴキブリが佃煮にするぐらい出てきますし、ある日、二階の大家さ

んの家から水が降ってきて、それが洗濯機を倒したものだから、廊下が泡だら

け、なんてこともありました。 

当時運営委員会を作っていましたが、みんな半年か一年でつぶれると思って

いましたね。お金はないし。事務所の条件は市役所の近くで一階に開口部があ

る、というのを最優先にしました。なぜかと言えば、トイレ改造する金がない

から。立川市の一階に障害者用トイレがあるから、それを使うことにしました。

だから、障害を持った人が来られると、「トイレの時は早めに言って下さいね、
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間に合わないから」なんてお願いをしていました。 

要介護状態になった時、どうする？ 

 介護について少しお話をします。皆さん、自分の身体や命を支えている装置、

とは何だと思いますか？まず、食べないといけない。食べたら出さないとだめ

ですね。それだけじゃ生きていけないから、呼吸しますよね。食べて出して息

をしないと、命の装置の基本は動かないわけです。だけど、私たちって、これ

だけで生きてはいない。その次にどういうことやっているか？今朝起きて何を

したか？身づくろいしたでしょ。服も着なければならない。お風呂もそう。で

もそれだけじゃないのです。例えば、人との関係とか、ＰＴＡとか、地域の活

動とか、やっていませんか？それに、結婚とかしていませんか？社会とかかわ

るいろいろな活動をしていますよね。ひょっとしたら仕事もそうかもしれない。

それだけじゃない。旅行とか、趣味とか、ボランティアとか、学ぶとか。人生

を豊かにする活動をしているわけです。私たちって、日々このようなことを何

気なくやっている。 

ところが、要介護になったらどうですか？年をとるとか、病気になるとか、

事故にあうとか、人生いろいろありますよね。要介護になると、さまざまな活

動が今までと同じようにできなくなるわけです。これを私たちは「要介護にな

った」と言っています。介護というのは、できないことが元に戻るように、も

しくは維持できるようにサポートをして、できないことが少なくなるようにす

ることです。要介護状態になった時、本人はその状況をどのように受容してい

くか。その時、周囲との関係性がすごく大事になってきます。人間っていろん

なところに波及しながら生活しているわけで、要介護状態を自らがどう受け入

れ、他者との関係を作っていくか。ここがすごく大事なわけですね。 

自分が要介護者になったとき、誰が介護してくれるか？最初に誰を思い浮か

べますか？書き出してみて下さい。配偶者と書いた人いますか？配偶者と書い

た人は、一番身近だからでしょう。だけど、当てになりませんよ。21 年間介護

の仕事をしているけど、大体２年が限界です。どんなに良い妻、夫、娘、息子

であっても、毎日のおむつ交換、介護で参ってしまう。イメージしてみて。介

護をしていたら、ここ（講演会）にだって来ることは出来ないです。私も父と

母を介護して看取りました。ほとんど自分の時間なんて取れませんよ。ですか

ら、皆さんにご忠告致しますが、あんまり期待しないほうがいい。 

配偶者の次に上がるのが子供達です。これはもっと当てにならない。それは

皆さん、十分に分かっている。息子は嫁の言うとおりだし。せいぜい娘でしょ。

この娘も、大体２年で爆発する。要介護になって、それまでよりもっと幸せな

関係の家族とか、よい関係になった家は皆無ですね。確かに、すばらしい介護

をしている夫、というのは何軒か経験があります。その人は、「介護を自分の仕
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事に決めた」という覚悟がある人ですね。 

 

「思い」に内在されている介護行為 

本当にあてになるものは、やはり他者介護だと思います。５、６年前のアン

ケート調査で、年齢を重ねるほどに、家族介護から他者介護を求めるようにな

る、という結果が出ました。身内はあてにできない、ということを、実感とし

て分かっている。ですから私たちは、他人を家に入れる他者介護、という機能

を作っていかなければならないのです。私は、ボランティアで障害を持った人

たちの生活支援をやって、それから「やわらぎ」を作って高齢者のお宅に行き

ましたが、これが全然違う。障害を持って地域で生活をしている人は、他人が

家に入ってくることにものすごくオープンです。ボランティアさんの使い方、

関係の持ち方もプロ級です。「このボランティアさんの時は外に出よう、この人

の時は掃除がいい」とかね。ところがお年寄りは、「これで失礼します」と言う

と、「お茶飲んでいって」と言います。帰って欲しくない。それは本当に分かる

のです。だって寂しいから。 

私は「介護はプロに、家族は愛を」ということをずっと言っていて、そうい

う題の本も書いたのですが、「思い」に内在されている介護行為、とはどういう

ものか、と言いますと、みなさんの中にも、親だからとか、娘だから、という

呪縛にとらわれている方がいらっしゃるのではないでしょうか。ある日、男の

方が「やわらぎ」の事務所に飛び込んできました。認知症のおかあさんを福島

の実家から引き取ったが、引き取ったとたんにもっと症状がひどくなって、問

題行動を起こすようになった、という相談でした。その息子さんの妻は看護士

だったけど、相談しないで引き取ったから、あまり協力的じゃなかった。その

時は「１時間ぐらい話してすっきりしました」と帰って行かれましたが、１ヶ

月ぐらいして、その男性は精神を病んでしまった。親だから面倒を見なきゃな

らない、という「思い」が内在されているわけです。介護を「思い」の中でや

ってしまうと、家族崩壊や介護放棄など大変なことになる。 

 

介護から地域力へ 

 「やわらぎ」をはじめて、介護に他者がかかわる必要性を実感しました。今、

子供にかかわる問題が大変な社会問題になっていますね。携帯電話をどうする、

学級崩壊をどうする、親を殺す小学生、とか。だけど、どの時代だって子供の

問題はあった。問題は家族だと思います。家族とか家、というのは、私たちの

国が再生する上で重要なキーワードになると思います。そのことが、それぞれ

の地域で元気になっていく一つの鍵ではないか。 

 例えば、私は今、立教大学の講師をしていますが、大学院生と南池袋公園で
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毎年炊き出しをやっています。今年も１月３日に炊き出しをしたのですが、す

ごかったです。毎年 300 人分用意するのですが、今年は 400 人分でも足りなか

った。物音一つせず、300 人から 400 人が並ぶのです。それぐらい人数が集まれ

ば、普通はおしゃべりの声とかするけれど、一切ない。どうしてか。しゃべら

ないからです。どうしてしゃべらないか。しゃべりたくないからです。しゃべ

りたくない過去を持っているからです。だけど、どこに炊き出しがあるか、と

いう情報は、あっという間に広がる。 

今、派遣切りにあった人たちには、帰るところがない。東京って、地方から

出てきた人たちが作った町だけど、どんどん仕事がなくなってきた。かつてバ

ブルが崩壊した時には、まだ田舎に受け皿がありました。お母さんとかお兄さ

んとかお姉さんが田舎で受け入れてくれて、帰る場所があった。ところが今、

東京に出た兄弟を受け入れることができない。田舎でもそういう土壌が失われ、

人そのものもどんどんいなくなっている。だから、もう一回田舎に帰って農業

でもやるか、とか、家業を継ぐか、という感じにはならない。こうした問題を

見て思うのは、介護だけに着目しても、問題解決にはならない、ということで

す。地域とか家族だとか、そういう関係をどういうふうに作っていくか。これ

は、たぶん親族という関係でなくてもいいのです。例えば、どこかの地方自治

体が「東京からＵターンなりＩターンしてきた時、受け皿がありますよ」、とい

う仕掛けを作っていかなければならないと思います。 

私は「介護」というキーワードを通じ、他の分野と繋がっていこうと考えて

きました。よく聞く「連携」とはちょっと違います。連携というのは、「介護」

とか、「地域の問題」とか「子供」とか、それぞれが独立したままの状態ですね。

介護という領域が問題解決をするには、地域だとか子供の問題と、もう少し重

なる必要がある。医療と介護、子供の問題がどんどん重なって、問題解決を図

ろうじゃないか。ということで、私は「川と福祉」という活動を始めました。

なぜ「川と福祉」かと言えば、今はいつでもだれでもが川に行ける状況になっ

ていません。最近では川にかかわるＮＰＯ団体などが、障害者を招いてイベン

トなどを行っていますが、イベントではダメです。日常的にいつでもだれでも

が川に行けて、水に触れて、川で考え、癒され、気分転換になる。これが川の

使われ方じゃないか、と思います。全国の市町村が地域福祉計画、というのを

作っていますが、計画の中に川、という素材は一切入っていません。自治体が

地域の福祉を考えるときには、川や道路の空間を視野に入れていかないと、「こ

こで住みたいな」という町にはならないと思います。家庭とか家族、という個

人を取り巻く小さな単位を立て直す、そして生活の場としての市区町村が最低

限の視野を持つ、ということの大切さを、もう少し一人ひとりが考えていかな

ければならないかな、と思います。 
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21 世紀のキーワードは「一人ひとり」です。多くの人がみんな一緒に、とい

う認識はもうありません。一人ひとりがどういうふうに考えて、地域とか社会

にコミットメント（関与）していくか。関与、というのはかかわっていく、と

いうことです。そこがこれからの大人の責任ではないか。子供の問題、という

のは大人の問題でもあるわけです。大人として何かやらなきゃとの思いで、４

月から子供たちの「生活塾」を始める予定です。勉強はもちろん、生きていく

ために必要な様々なことを、教えたいと考えています。 

 

介護はプロに、家族は愛を 

 介護保険制度の創設を契機に、介護という領域が福祉という広い概念から独

立しました。介護保険制度、というのは、医療という領域から介護を取り出し

て、きちんとした領域を作る、ということでした。だけどこの制度は今、いろ

んな問題を抱えています。たとえば、応能負担と応益負担がきちんと成立して

いるかどうか。老人福祉制度は措置ですから、競争がありませんでしたが、介

護保険制度というのは競争です。ただし、完全な競争ではない。市場原理じゃ

ないから。どんなにいいサービスをしても、どんなに粗悪なサービスをしても、

公定価格が決められている。 

 社会的入院といわれる人は全国に約 16 万人いて、そのために医療費が 30 兆

円になっています。介護保険は６兆円、年金は 40 兆円。これらはみな、福祉、

という分野にぶら下がっています。では、福祉とは何だろう。ある時家族の一

人が要介護状態になって、家庭がだんだん崩壊していく様を見てきました。そ

のたびに「どうしてだろう」と自問自答して、「福祉ってなんだろう」と考えて

きました。その時考えたことが、「生まれてきて良かった」といえるか、という

ことです。「生まれてきて良かった」と思えるようにするためには、どんな状況

になってもそこに仕組みがないとだめでしょ？目が見えなくなったらこういう

仕組みがありますよ、という網の目。これを社会システム、と言います。医療

とか介護だって、仕組みの一つに過ぎない。ボランティアだっていい。つまり、

福祉というのは「思い」じゃない。「仕組み」なんです。困っている人を助けよ

う、という思いじゃない。社会の仕組みとして当たり前にあればいい。システ

ムとしてある、というものが福祉です。その仕組みを分かりやすく言ったのが

「介護はプロに、家族は愛を」です。この言葉はいろいろな人が言っています

が、最初に言ったのは私です。 

 最後に、とにかく地域も人も私もいろんな問題を抱えている。でもね、明る

い、元気である、というのが問題の９割を確実に解決すると、私は信じていま

す。自分の笑顔や明るさが周りも明るくするし、自分自身も明るくなる。笑顔

とか明るいというのは重要なキーワードになる。しんどいしつらいけど、そん
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なことを百も二百もあげつらったって、何の解決にもならない。だから、つら

いときはつらいと言っていいです。ワーワー泣いて、そして元気になればいい

んです。ありがとうございました。 
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（東内京一） 

３－１ 保険者の公的責任（要介護認定者を減少させたパラダイムシフト） 

 
平成 18 年４月からの改正介護保険法により、予防重視型システムの転換が図

られ、より効果のある政策的な介護予防事業が求められてきた。基本的なスタ

ンスとして、介護予防というキーワードを高齢者はもとより関係住民にどれだ

け周知理解して頂くか、何より介護保険事業に従事する市町村職員及び介護保

険に関係するサービス提供事業者の理解が大切だった。今、本稿を書きながら

ここ数年の全国的なプロセスを考えてみると、今回の改正は関係者にとって激

変だったと思う。介護というキーワードに、「身の回りのお世話」や「家事援助」

という行為が先行され、さらに依存が生まれ、介護保険サービスを利用する高

齢者やそれをマネジメントするケアマネージャー、サービス提供者並びに市町

村の担当職員も、利用者本位となる自立支援の本質があまり追及されないまま

過ぎてきたと思う。特に軽度要介護認定者の増加は、その要因が大きいと考え

られる。今回の制度改正に伴う介護予防サービスの導入は、自立支援のあり方

と本質を改めて考えさせた、という点で画期的であった。このことは、介護予

防の理解と推進のための大きなポイントとなった。 

和光市は平成 13 年より、介護保険法の保健福祉事業として、独自に介護予防

事業に取り組んできたが、この意図するところは「介護保険はサービス利用が

目的ではなく、サービスはあくまで自立するための手段である」ということで

ある。これは、ハイリスク高齢者（現在の特定高齢者）、要支援及び要介護度１

から５までの高齢者に共通する認識である。 

介護とは、自立した生活を営むため、自立できない生活行為等を支援するこ

とだが、自立できない部分が期間的なのか永続的なのかをしっかり捉えること

が肝心である。期間的なケースは、廃用症候群等による自立支援対象者であり、

介護予防サービスのマネジメント投入により維持・改善が可能になるケースで

あると考えている。本市ではこうした考えを市民に周知し、介護保険サービス

提供事業者にも説明してきた。また、当時の在宅介護支援センター相談員や居

宅介護支援事業所のケアマネージャーに、本市独自のアセスメント（事前影響

評価）によってマネジメントを行うよう求めた。これは、自立を阻む課題を個

人因子と環境因子から分析し、本人の意欲を導くプランを作成してマネジメン

トを行う、というものである。 

平成13年度から、小規模な介護予防に係るモデル事業が繰り返されてきたが、

 ３．地域ケアの実践事例②（埼玉県和光市） 
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この過程で高齢者をはじめ市民の理解が徐々に構築され、介護保険関係職員及

び民間事業者の意識改革と人材育成・向上が進んできた。であるからこそ、介

護保険制度に介護予防が正式に位置づけられた平成18年度からの３～６年間は、

全国の自治体が地域の特色を勘案した公民協働（地域市民・民間事業者・行政

＝保険者）に取り組む時期として、重要な意味を持つ。目先の取り組みに流さ

れることなく、介護予防を地域に段階的に根付かせることを政策の念頭に置く

ことが大切であり、パラダイムシフト（発想の転換）的な取り組みが必要と考

える。介護予防はアウトカム効果を目指すものだが、対象となる高齢者に行動

変容を求めるならば、まず自治体はじめサービスの提供側が行動変容を起すこ

とが必要である。 

本稿では、介護予防を中心とした報告になるが、今までの保健事業等はアウ

トカム（結果・成果）評価重視というよりは、アウトプット（活動量・活動実

績）評価に止まることが多く、事業効果を本気で出す取り組みは少し希薄であ

ったのではないと考えられる。保健事業等はなぜ効果が出ないのかを考える時、

何をアウトカム評価の指標にするのかは重要な意味を持つ。介護予防の最大の

目的は、要介護等認定者の減少であり、結果としての元気高齢者の増加である。

また、身体機能や生活機能が低下した高齢者については維持・改善を図り、Ｑ

ＯＬ（生活の質）を確保することと考えた。これらが達成されて初めて、高齢

者が地域で安心して生活するための持続可能な介護保険制度である、と言うこ

とができる。老人保健事業や高齢者福祉施策で今まで取り組んできたことをそ

のまま続けても、その効果は見えてこない。発想の転換をして我が町の介護予

防なり保健事業を作ることができるのか。介護保険制度はまさに「地方分権の

試金石」であり、自治体の政策能力が問われている。以下に、和光市における

介護予防事業の具体的展開を述べる。なお、巻末（141～148 頁）に資料として、

「和光市長寿あんしんグランドデザイン」と、介護予防事業の実績を添付した。 

 
和光市の概況 

和光市は、埼玉県の南部に位置し、東京 23 区（板橋区・練馬区）に隣接して

いる。和光市（人口 73,480 人、高齢化率 12.9％、平成 19 年３月末現在）は、

とくに高度経済成長期以来、住宅都市として発展し、人口は今日もなお増加傾

向にある。住民の年齢構成を見ると、全国平均に比べて“若いまち”に属する

が、今後は高齢化の加速が確実視されており、介護予防を中心とする地域ケア

システムの構築及びそれを土台にしたまちづくりが急務となっている。その点

では、全国の大都市圏の多くの市区町村と共通する課題を抱えている。 

現在の高齢化率は 13.0％前後だが、６年後には 16.5％前後まで急速に上がる

ことが見込まれる。埼玉県内には団塊の世代と呼ばれるベビーブーム世代が日
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本一多く暮らしており、埼玉県、千葉県、神奈川県といったところは前期高齢

者、特に団塊の世代を踏まえた対策が必要である。 

 第４期の介護保険事業計画は、全国的なベースでいくと大きな制度改正もな

いことから第３期を承継していくと各地で聞かれる。これは国のアナウンスも

あり、当たり前の考えであるが、超高齢社会となる 2025 年を見据えた時、ここ

からの３年間は第５期の介護保険事業計画につなげる大事な期間ととらえてい

る。いかに多くの自治体が、介護予防において結果を出していくか。要介護認

定者を減少させることができれば、介護給付費を抑制することができ、まちの

高齢者には元気が出てくる。さらにその先が肝心で、介護予防を地元のサーク

ル活動や地域活動につなげる必要がある。いわば、介護予防のまちづくりであ

る。私は、国が示す計画策定の準則とは別に、自らのまちの高齢者の様々な実

態を分析し、「我がまちの介護予防には何が必要か」と考えることが重要だと思

っている。 

また、介護予防は決して自治体だけの事業ではない。自治体と民間事業や地

域市民が共生することが大切であり、理想論ではない明確な役割分担をどう構

築するかがポイントである。 

 介護保険は、地方分権の試金石であると和光市は強く考えているが、その中

には自治体職員のパラダイムシフト、前述の繰り返しになるが発想の転換が必

要であり、まずは市民のためにどれだけ情熱を持って仕事をできるか、という

姿勢が問われる。和光市の地域包括支援センターは、介護保険だけではなく、

65 歳以上の「メタボリック動機づけ支援」修了者も介護予防マネジメントに含

める取り組みを行っている。 

 
具体的な介護予防施策について 

 和光市の介護予防では、的確な対象者をエントリーし、的確なマネジメント

を行い、そして最後に的確なサービスを供給することを目指している。この三

つが政策的に機能すれば、絶対的に介護予防の効果が出てくると考えている。 

 的確な対象者、とは特定高齢者のことであるが、要支援認定者及び一般高齢

者の中でも、ローリスク高齢者をスクリーニング（検査）する手法がポイント

となる。スクリーニングは、閉じこもりや孤立、孤独死の予防にもつながる。

運動器向上等だけではなくて、孤独死とか権利擁護予防的な要素も見つけるこ

とができる。和光市では、従来からの独自のスクリーニングシートに加え基本

チェックリストの 25 項目分も包含して実施している。基本的には郵送手段によ

るもので、保険料を納付していただいた還元事業、ということをアピールして

いるのがポイントである。和光市介護保険のメンバーであることを認識しても

らい、第１号被保険者に公共意識を高めてもらうのがねらいだ。介護保険は要
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介護認定を受けないと恩恵がない、という風潮は全国的に多いと思う。しかし

ここが発想の転換で、制度周知をかねて「保険料を納付いただいた還元です」

とアナウンスしたことで、スクリーニングを含む健康施策を行うと、反応は高

いものになる。老人保健事業等における対象者の位置づけは、ライフステージ

ごとの市民、という概念であったが、介護予防では被保険者という立場を理解

することが重要なのだ。 

 本市の場合、スクリーニングは平成 13 年当時からやっているが、回収率は平

均的に 70％を超える。埼玉県内で和光方式と同じように 25 のチェックリストを

郵送方式で実施した自治体では、最高の回収率が 90％になっているところもあ

る。スクリーニングのうち基本チェックリストは、特定高齢者候補者の白黒判

定に活用する一方で、全件を累積データ化。基本を日常生活圏域においた上で、

男女別、年齢別及びリスク別等の分析を行なう。例えば運動機能の５分の１か

ら５分の５までを年齢別に分析し、この地域には５分の２の人がどれぐらいい

る、だとか、この地域には運動器５分の５の人がどれぐらいいる、などと分け

ていけば、リスク地区が量的かつリスクレベル別に分かってくる。いわゆる必

要量が明確になり供給量の概算からサービス基盤を整備することが具体化され

る。それによって地域包括支援センターの役割の機能強化や、人員体制の適正

化（供給量に対応できる人員配置）、更にこの地区では地域支援事業の運動器機

能向上を何人にやらなければならない、ということを明確にすることができる。

全国的には、基本チェックリストを特定高齢者候補者の白黒判定若しくは事前

事後アセスメントのみに用いているので、今後様々な活用を期待したい。個人

的な考えであるが、基本チェックリストは前年度末にやるべきと考える。その

上で４月以降、特定高齢者候補者等に対し、生活機能検査への受診券発行や干

渉及び介護予防事業の実施体制を組んでいくことが必要である。こうすれば、

現在のような「でたとこ勝負」の介護予防事業にならず、供給体制を整えるこ

とができる。地域包括支援センターが予防プランセンター化するような事態は

防げるはずだ。 

 さらに、スクリーニングで大事なのは、郵送して返ってこなかった人、未回

収者への訪問調査の実行で、本市では民生委員に限らず、介護予防サポーター

等に研修を行った後、訪問調査員として活躍を願う。未回収者は、いたって元

気な方７割、閉じこもり傾向により程度は様々ではあるがレベルダウンが始ま

っている方２割弱、その他急性期病院等の入院の方１割程度におよそ分類され

る。このようなスクリーニングの活用から市内の大半の高齢者データを集約す

ることができることになる。なお、このデータ分析を実態調査とリンクさせる

ことにより、転倒リスクや低栄養に至る要因分析も、粗いものではあるが把握

することができる。単純な廃用症候群等に位置する、下肢筋力低下等の要因は
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確かにあるが、例えば慢性疾患のある高齢者は、多受診から睡眠導入剤や安定

剤をセルフコントールで服用しており、頻尿のため夜中に寝室からトイレに行

く途中で転倒することがある。また、数週間分の新聞紙をまとめて翌日捨てよ

うと廊下に置き、これも夜中に暗い電球の中で寝室からトイレに行く時、生活

動線である廊下に置いてあった新聞に躓いて転倒するケースなどが明らかにな

った。これについては、ポピュレーションアプローチ5なり、広報等で改善や注

意を促したり、ヘルパー、ケアマネージャーに対処方法等を情報提供すること

で、それなりの効果は出ると考える。また、介護予防サービス支援計画やケア

プラン及び訪問介護計画等の作成者に教育・指導することも重要な介護予防事

業である。ここで私が特筆したいのは、介護予防リスクは国が示したスタンダ

ードモデルと地域固有のリスクがあり、そのリスクに対応する手段を講じなけ

れば結果は出てこない、ということだ。個別のエビデンス（根拠）のほかに、

その地域における介護予防事業の始まりのエビデンスが必要である。それが、

介護予防の住民理解にも繋がるし、サービス提供側にも本質がわかる。 

 次に、的確なマネジメントとして本市では、コミュニティケア会議というも

のを設けている。これは介護予防で言えばサービス担当者会議であり、アセス

メントからプラン作成、モニタリング・評価等を保険者主催で実施している。

要支援１・２で結果が出なかった原因の一つには、通所介護計画、訪問介護計

画及び両者の予防に対する生活機能を中心とした評価の統一様式や電算システ

ムがなかったことがあると考察している。和光市では、地域包括支援センター

職員等が作成する介護予防サービス支援計画、その目標達成のための予防通所

介護計画、さらに地域支援事業の予防通所事業個別計画等を電算システムによ

り一元的にマネジメントしており、個別支援の内容や事業全体の的確性の判断、

効果的・効率的な施策管理が可能となっている。地域包括支援センターがどん

なに良いプランを作っても、そのプランを実行する事業者等の個別サービス計

画（予防通所・予防訪問等）が的を射たものでなければ、アウトカム効果は絶

対にでない。和光市では市内統一様式を電子媒体で事業者等に配布し、これら

一連の業務を電算システム化している。地域包括支援センターの介護予防関連

事務量を大きく軽減し、評価等も統一化がなされている。 

次に、和光市コミュニティケア会議では、介護予防部会の中で前述のサービ

ス担当者会議（ケアチーム）を役所に招集し、１件 15 分から 20 分の時間でプ

ラン等の調整を行っている。介護予防対象である要支援１・２及び特定高齢者

については全件対象で、新規と評価の時点で案件が提出され議論される。保険

者（介護予防給付担当と地域包括支援センターの統括担当）のコーディネート

の下、１人の高齢者に携わるサービス提供事業者等全員が参加するため、プラ

                                                  
5 地域社会における包括的な健康・予防対策。 
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ンの調整や補正をきめ細かく議論することができる。会議では、各ケースのマ

ネジメントリーダーである地域包括支援センター担当やケアマネージャーに対

し、指導関与を行うが、加えてサービス担当者全員に個別プランの方向性を示

すことができるため、調整や補正、評価等についての共通の認識を持たせるこ

とも可能だ。ケース検討会などという理想論的なもの違って、リアルな案件で

ＯＪＴ6を実施できることが最大の特徴となっている。そのシステムについては、

膨大な説明になるので本稿では詳しく紹介できないが、機会があれまたどこか

で紹介をしたい。和光市の人材育成ステージ（地域包括ケアに必要なスキル）

は別の表をご覧頂きたい。この様な、会議のコーディネーターを育成すること

が今一番の急務であり、和光市でも私（東内）を含め３名程度しかいない。今

後、コーディネーターを数人育成し、日常生活圏域である各地域包括支援セン

ターでコミュニティケア会議を実施したいと考えている。よく地域ケア会議を

行っている話を聞くが、コーディネート人材を育成しないうちに会議だけを地

域に投げ出しても、何の結果を出せるか疑問である。今一度施策展開の目的と

実施順序を考えていただきたい。和光市のコミュニティケア会議（介護予防部

会）の目的は「高齢者の尊厳を確保する介護予防（本質的な自立支援）を展開

するために、関係事業者及び関係スタッフの育成支援を保険者が行う」ことで

ある。保険者は、第１号及び第２号被保険者の代表なのだから、制度的な事務

分掌には無くとも保険者公的責任として実施することが重要なことである。 

 最後に、的確なサービス提供について。繰り返しになるが、介護予防は自立

支援の根幹と老人保健事業の再編であり、生活機能の低下予防・低下者の維持

及び改善が目的に、その先にＱＯＬの担保がある。その目標を達成するため、

身体機能向上となる運動器機能向上、栄養改善、口腔ケア等がプログラム化さ

れているのであり、さらに生活機能の低下要因となる閉じこもり、高齢者うつ、

認知症等の予防的取組みがあることを、行政の関係職員へ最初に理解させる必

要がある。その後、高齢者をはじめとする一般市民と介護予防事業に関係する

サービス提供事業者等の関係スタッフに、意識共有しなければならない 

具体的な介護予防サービスは、前述のスクリーニングを参考に、日常生活圏

域別に介護予防に必要なサービス種別とその量（別の表を参照）を把握、サー

ビス供給基盤を整備して、事業者及び人材を配置投入する。国や県、そして民

間機関では、介護予防サービス提供人材に対し研修を開催しているが、それだ

けでは補えない部分もあり、保険者（市区町村）自らが介護予防関係の研修を

実施することも重要である。和光市は多くの独自研修を行ってきた。介護予防

関係の研修に限らないと思うが、講義型（ＯＦＦ－ＪＴ7）研修は、ＯＪＴに耐

                                                  
6 On-the-Job Training の略。 職場での実務を通じ職員を教育・訓練すること。 
7 OFF-the-Job Training の略。通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練。 
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えうる介護予防事業の考え方や専門知識を習得する場と考えている。人材育成

はこの辺の手法が今後ポイントではないかと思う。介護予防が「わかる」人材

から「できる」人材になることが必要である。 

また、介護予防事業の実質的展開となる、介護予防サービス提供事業所や担

当職員は、有資格者が大半となるが、介護予防サービスの様々な技術を提供す

ることはもとより、プランやサービス内容への対象との合意形成能力等が必要

である。このところが、きちんと整理されないと、例えば特定高齢者候補者 100

人、特定高齢者決定者60人、特定高齢者事業参加６人などいう現象がでてくる、

特定高齢者の位置付けは、要介護２等の認定者のように、介護認定という行政

処分行為が行われるものではなく、あくまで対象者本人との合意形成によって

行われるものであるため、担当する従事者は「コミュニケーション・合意形成・

説明説得の能力を高め、対象となる高齢者にアプローチすることが重要となる。 

地域型の介護予防事業として、地域で歩いていける場所に非日常空間的な介

護予防拠点を設営したところ、効果を挙げた。これも男性参加率の向上、参加

継続、という観点から非常に重要なポイントである。この場合、送迎手段も勘

案しなければならない。 

 最後に、65 歳以上の高齢者は、介護保険の被保険者という立場がベースであ

り、何らかの状態変化により、特定高齢者・要支援者・要介護者・一般高齢者

のいずれかの位置に存在している、ということを忘れてはならない。例えば、

要支援１から６ヶ月の介護予防マネジメントにより一般高齢者に改善したとし

ても、被保険者としての立場は変わらない。つまり、介護保険とは一生の付き

合いがある、ということを理解いただければ、高齢者の安心感につながるだろ

う。目標志向型のプランで生活機能が改善すれば、本人にとっては保険給付を

卒業したというイメージになるはずだ。もちろん、自立後のセルフトレーニン

グや地域サークル活動等へのコーディネートは大切だし、終身被保険者なのだ

から状態変化あればすぐに認定申請等の対応ができることを充分説明すること

が重要だ。 

もう少し本稿の枠があるならば、非日常的な介護予防サービスの紹介や特定

高齢者や要支援１及び２の認定者の改善者の卒業先など、その他和光市におけ

る介護予防事業の費用対効果も説明したいが、今回はこれぐらいにとどめてお

く。日本が迎える高齢社会前段の 2015 年（平成 27 年）、そして超高齢社会の 2025

年（平成 37 年）を見据えたとき、介護予防事業はなくてはならないものだ。で

あるからこそアウトカム効果を目指し、高齢者の健康寿命の延伸とＱＯＬの向

上に寄与し続けていきたい。 
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３－２ 地域包括ケアを効果的に推進するための地域調査（地域アセスメント） 

 

 「高齢者のうつ・閉じこもり予防」については、本市が進める地域包括ケア

政策のなかで「一番初期的な対応である一方、一番重要な対策事業」と考えて

いる。ここでは和光市が取り組んだ地域アセスメントに特化して、その手法と

結果を以下に述べることとする。 

 和光市の取り組みのうち、第３期（平成 18～20 年度）介護保険事業計画・高

齢者保健福祉計画（和光市長寿あんしんプラン）の策定を目前にした平成 17 年

７〜９月に、市内最大規模の集合住宅団地である西大和団地の全世帯を対象に

実施した地域調査『和光市長寿あんしんプラン策定にかかる西大和団地地域調

査』を参考事例として紹介する。 

 

地域調査の目的 

 市は第３期事業計画において、改正介護保険法（平成 15 年）で制度化された

地域密着型サービス等の導入による基盤整備の推進や日常生活圏域における地

域を核とした自立支援的サービスの展開をめざすにあたり、その前提として、

高齢者等の生活実態を詳細に把握し、そこから浮かび上がるニーズに対してど

のようなサービスメニューをどのくらい用意し提供すればよいのかを正確に予

測する必要があると考えた。地域調査の第一の目的は、そのための確かなデー

タを得ることにあった。 

 また、調査を通じて地域における新たな人材（人的社会資源）の発掘や地域

住民組織の活性化を図り、平成 27 年（2015 年）を達成目途としている地域包括

ケアシステムの構築に向けた地域福祉の推進に活かしていくことも目的・趣旨

の中に含まれていた。 

 本市は、介護保険は計画、実施状況、検証・評価を数値によって示しうる画

期的な制度であると受けとめているが、当然制度だけでは補えない面もある。

高齢者うつ・閉じこもり等の高齢者のとくに軽度段階の人に対しては、介護保

険サービスや家族介護以外の地域の介護力や介護予防力というべきマンパワー

で支えていく部分が大きい。介護保険財政に直結しないインフォーマルなサー

ビスや住民どうしの共助の仕組みをどう広げ定着させていくかは、高齢者う

つ・閉じこもり等の高齢者への支援にとどまらず、まちづくり全体にとって重

要なテーマだ。しかし、そもそも自らのまちがどういう地域なのかを探る手法

は国によって示されてはいないため、保険者自身の責任において創意工夫をも

って取り組む必要があった。 
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高齢者全員のスクリーニング事業から地域調査へ 

 地域調査の対象地区となった西大和団地（６街区・11 棟、調査当時 1578 世帯、

3359 人在住）は、東京都心まで 15 分程度で結ぶ私鉄の最寄り駅まで徒歩約 15

分または路線バス約４分＋徒歩１分の好立地にあり、昭和 40 年（1965 年）から

入居が始まった。５階建て、エレベーター未設置の棟を含む賃貸集合住宅団地

で、ＵＲ都市機構（入居開始当時は旧日本住宅公団）によって管理されている。 

 和光市では平成 13 年度から独自の介護予防スクリーニング事業『健康 100』

（高齢者生活機能調査）を実施してきた。要介護・要支援認定者を除く一般高

齢者を対象に、日常生活や健康状態など 156 項目の質問表を郵送方式で回収、

返信がない場合には訪問調査で補い、１年に３分の１ずつ３年がかりで全員を

カバーするサイクルで更新されている。個人結果は高齢者台帳にまとめられ、

閉じこもり、転倒、低栄養、認知症、うつ、口腔機能などのリスクの有無や程

度を評価した上で、全員への健康アドバイス表の送付、必要な人への受診勧奨

や介護予防事業への参加呼びかけに利用するほか、町丁別のリスクの蓄積状況

や経年変化などの分析・評価を通じてエリアごとに必要なサービスの種類・量

の見積りや高齢者保健福祉施策全般の指針にも活かしている。 

 『健康 100』によって市は、高齢者率が市内平均の 11.8％（平成 17 年４月１

日当時）を 15 ポイント近くも上回る 26.07％（同）の西大和団地に、高齢者う

つ・閉じこもり等をはじめとする有リスクの高齢者が多数在住していることを

把握していた。団塊世代が高齢期を迎えて市全体の高齢化率が一気に加速する

将来を先取りしたエリアでもある当団地は、市内有数の重点地区として取り組

み強化の対象となったのである。 

 その上で実施されたのが西大和団地全世帯対象の地域調査である。調査を通

じて、高齢者世帯以外の住民まで含めた生活や意識、高齢者を取り巻く環境や

物的・人的社会資源等の利用実態などをより踏み込んだレベルで明らかにし、

介護保険サービス内外のサービスの整備や住民組織の活性化などきめ細かい取

り組みに反映させていくことが主たるねらいであった。 

 すなわち和光市では、基礎的調査としての高齢者全員対象のスクリーニング

『健康 100』による個人結果をもとにした町丁単位のリスクの分析・評価を踏ま

え、さらに地域アセスメントとして、より掘り下げた地域調査を重点地区に対

して実施するという２段構えで計画・実施に万全を期したわけである。 

 地域アセスメントを市域全体に対していっぺんに行うのは困難だが、重点地

区から順に調べていくのは可能。『健康 100』で基本的な情報を把握しているた

め、重点地域の決め方や地域調査のねらいも定めやすかった。 

 『健康 100』のような詳細なスクリーニングの新たな実施には二の足を踏まざ
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るをえない市区町村でも比較的容易に実行できる方法はある。その一つとして

挙げるのが、特定高齢者把握事業で用いられた基本チェックリストの個人結果

の活用である。 

 個人結果をもとに年齢別・地区別にリスクを集計・分析することで、若干大

まかになるとしても、地域アセスメントに向けた基礎データとして、また一般

高齢者・特定高齢者別の介護予防サービス整備の地区ごとの方向づけ等に役立

てることはできるはず。１項目しか○印が付かない人の場合でも“○町○丁目

にはバスや電車で１人で外出しない高齢者が計○人いる”といったデータには

確実に反映され、どこにどんなサービスがどのくらい必要なのかを推測したり、

詳細な地域調査の対象地区を決めたりする際の手掛かりになる。基本チェック

リストの結果はじつは宝の山なのであって、それを“一般”か“特定”かの個

人判定に使っただけで眠らせておく手はないと考える。 

 

調査方法と質問項目 

 和光市は、西大和団地地域調査を実施するにあたって、調査方法を事前に調

査票を配付した上で調査員が戸別訪問する直接面接による聞き取り聴取法とし、

質問項目の設定、調査員の確保について検討を行った。 

 質問項目は、対象世帯を家族構成等により５つに区分し、全世帯共通で尋ね

る 43 項目と世帯の区分によって尋ねる項目に分けて５種類に整理した。 

 

＜世帯区分と質問項目＞ 

1.下記以外の世帯（高齢者、団塊の世代、未就学児、障害者がいない世帯） 

 共通項目のみ質問。共通項目では「属性」（8)及び「日常生活（食事、近隣と

のコミュニケーション、公共施設の利用等）」（19）、「就労」（4)、「ボランティ

ア、地域活動」（8)、「西大和団地」（4)のそれぞれについて意識や行動・利用状

況などを尋ねる。 

2.高齢者（高齢者がいる世帯。他区分の同居者がいても高齢者がいればこの区

分） 

 共通項目に加えて「健康状態」（2)、「日常生活（外出頻度、外出手段、緊急

時対応方法等）」（7)、「介護保険」（8)、「介護予防」（3)、「公共サービス」（3)

のそれぞれについて意識や行動・利用状況等を尋ねる。 

3.団塊の世代（55〜64 歳の人がいる世帯） 

 共通項目に加えて「健康状態」（2)、「定年後の生活」（7)についての意識や行

動・利用状況等を尋ねる。 

4.子育て家庭（未就学児のいる世帯） 

 共通項目に加えて「子育て」（10）、「医療」（2)、「地域活動（子育てに関する
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活動への参加意向等）」（3)のそれぞれについて意識や行動・利用実態等を尋ね

る。 

5.障害者（障害者のいる世帯） 

 共通項目に加えて「健康状態」（4)、「日常生活（外出頻度、外出手段、緊急

時対応方法等）」（7)、「障害者福祉サービス」（12）についての意識や行動・利

用状況等を尋ねる。 

 

調査員と調査状況 

 調査にあたったのは、在宅介護支援センター（現・地域包括支援センター）

職員、和光市が独自に養成した介護予防サポーター、民生委員、ボランティア

連絡会委員、ＮＰＯ（ワーカーズコープ）のメンバーなどであった。 

 調査員に対しては事前に２日間の研修を行い、基本的なマナーや注意、プラ

イバシーの保護などのほか、たんなる聞き取りにとどまらない洞察力（回答者

や室内の様子から生活の後退等が観察された場合には特記事項に記入）ととも

に、対象者に心を開いてもらうコミュニケーションスキルにおいても一定水準

以上の確保が図られた。 

 調査対象の1578世帯のうち900世帯が調査に応じたが（有効回答率は58.4％）、

ドアを開けない等の拒否的な対応も少なくなかった。そうした世帯に対しては、

調査期間終了後も数カ月にわたって接触を試み、自治会にも見守り（安否確認・

声かけ等）の対象として継続的なフォローを依頼した。 

 また、同じ和光市民である調査員に回答することに難色を示した対象者には、

市外在住の調査員を充てた。調査員となった介護予防サポーターの中には登録

ヘルパーとして市内の介護サービスに従事している近隣市在住者が含まれてい

た。市外者が調査を担当することにより調査に応じた例は 100 世帯近くでみら

れた。 

 

調査結果から見えたこと 

 調査できた 900 世帯の内訳は、共通項目のみの世帯が 187、高齢者世帯が 447、

団塊の世代が 213、子育て家族が 45、障害者が 8 で、約半数が高齢者世帯であ

った。 

 調査結果から浮かび上がったポイントは次の通りである。 

（1)定住志向が強いが、アメニティの向上、公共施設の活用が課題 

 「今後も西大和団地に住み続けたいですか」に「はい」と答えた人の割合は

全体で 87.8％、高齢者では 89.9％、団塊の世代では 90.1％だった。子育て家族

世帯では 76.6％とやや低かった。 

 「住み続けたいと思う理由」（２つ選択）で「設備がよいから」と答えたのは
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3.3％にすぎなかったのは築 40 年の団地では仕方ないとも考えられるが、団地

内の緑化、公園づくりなどによるアメニティの向上を課題に挙げることができ

る。 

 また、徒歩圏内に市役所をはじめ健康福祉、文化、生涯学習関係の公共施設

があるにもかかわらず、「住み続けたいと思う理由」として「公共施設が整って

いるから」と答えたのは 8.9％にとどまった。高齢者の「よく利用する」「たま

に利用する」を合わせた利用状況をみても、たとえば西大和団地から徒歩約 10

分程度に位置する高齢者福祉センター（介護予防サービス等を実施、調査時点

で開設４ヵ月目）で 18.3％の人にしか利用されていないことがわかった。ただ

し、「知っているが利用しない」と答えた 52.3％（234 人）の人のうち 42.1％（90

人）は「団地内で介護予防サービスがあれば参加しますか」との別項の問いに

対しては「参加する」としており、身近なサービス拠点整備の必要性が示唆さ

れた。 

 

（2)孤立・孤独化への対応、高齢うつ・閉じこもり対策（軽度認知含む）が課

題 

 「住み続けたいと思う理由」では、「住みなれているから」を挙げた人の割合

が突出しており（65.4％）、高齢者においては 74.9％とさらに多い。ただし、「近

隣の人間関係がよいから」は全体では13.7％、高齢者では17.9％にとどまった。 

 「気にかけてくれる家族はいますか」と「親しく話をしたり行き来するよう

な友人、知人が近所にいますか」の２項目のクロス集計では、前者が「いいえ」

だった 76 世帯（8.4％）のうち後者も「いいえ」だったのが 31 世帯（3.4％）

あることがわかった。 

 「日頃、近所の方とどのようなついあいをしていますか」では、「顔が合えば

挨拶する程度」（40.1％）と「たまには立ち話をする」（29.2％）で合わせて約

７割なのに対して、「お互いに訪問したり何かを一緒にする」は 13.1％、「お互

いに困ったときに相談できる関係」は 7.9％にとどまるという結果からは、団地

内の一般的な交流のあり方が想像される。「ほとんどつきあいはない」との回答

は全体の 7.8％ながら 70 人いて、その半数にあたる 36 人が高齢者であった。 

 「一日中誰とも話さないことがありますか」については、全体の 18.7％が「あ

る」と答えたが、高齢者では 24.6％（110 人）と割合が大きくなる。世帯構成

人数別では単独世帯の 42％が「ある」と答えた。 

 こうしたことから、集合住宅団地でみられがちな孤立・孤独化への対応、閉

じこもり対策がとくに高齢者世帯に向けて求められていることが確認された。 

 また、「団地内で気になることがありますか」（複数選択）では、「一人暮らし

のお年寄り」（14.1％）が「団地内の防犯」（21.9％）、「騒音、異臭、ゴミの不
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法投棄などの環境公害」（18.1％）、「設備の老朽化」（17.6％）に次いでどの世

帯区分でも同様に上位を占め、住民間でも一定の関心事となっていることがう

かがわれた。 

 

（4)全体としては健康で活動的な高齢者が多い 

 健康状態については、75.6％の高齢者が「よい」または「普通」と答えた。

外出頻度も「ほとんど毎日」「週２日以上」を合わせると９割を超え、大半の高

齢者は健康で活動的であることがわかった。こうした活動が継続・維持される

ような地域づくりを進めることによって、将来の高齢うつ・閉じこもり（軽度

認知含む）を予防する必要があると考えられた。 

 高齢者の 18.6％が何らかの形で就労しており、17.2％は今後も「働きたい」

と思っている。ボランティア・地域活動についても、12.1％（54 人）が「現在

やっている」、22.4％が「やりたい」と答えた。ボランティア・地域活動を「現

在やっている」との回答は全体で 9.9％（89 人）だったことから、マンパワー

として６割以上を高齢者が担っている計算になる。 

  

（5)子育て家族のニーズも明らかに 

 高齢者世帯以外の世帯区分についても「住み続ける」ためのさまざまな課題

が浮かび上がった。たとえば子育て家族では、「食事で困っていること」につい

て「メニューの偏り」を挙げた割合が 48.9％と半数近くにのぼり（全体平均

12.2％）、会食会や栄養・料理教室等につながるニーズの存在が示された。 

 「地域の中で子育てに関するどんな活動があれば参加したいですか」（複数回

答）では、子どもの一時預かりに対する利用意向が 48.9％といちばん高いこと

もわかった。 

 また、調査の中で子育て家族で周囲から孤立している世帯があることが判明

し、支援の必要からこども福祉課につないだケースもあった。 

 

事業計画への反映と地域ケアの土台づくり 

（1)小規模多機能施設の整備 

 和光市では、『健康 100』によるスクリーニングと地域調査の結果から得られ

た小地域ごとのリスク状況を踏まえ、必要なエリアに必要な基盤整備を進めて

いる。市内３つの日常生活圏域のうち西大和団地が含まれる「中央エリア」に

ついては、西大和団地を重点地区とし、同団地専用に近い規模の小規模多機能

施設（認知症グループホーム併設）を平成 20 年度までに整備することなった。 

 ちなみに、西大和団地の高齢化率は地域調査が実施された平成 17 年度から２

年間で約４ポイント上昇し、30％台に達している。この間、世帯数はほぼ変わ
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らず、居住人口が減少し、高齢者単身世帯が増えたとみられている。 

 市の高齢化率はまだ 13％台だが、そうした全体の数字を前提にした総花的な

施策展開や他自治体の成功事例の安易な導入を進めてしまうと現実のニーズと

のズレやミスマッチを生む可能性が高い。個々の地域ごとの必要量と供給量を

きめ細かく精査することが、認知症高齢者の支援を担う地域密着型サービスの

整備ではとくに重要である。 

 

（2)住み替えに伴う家賃上昇分の助成 

 地域調査で、閉じこもり状態や外出頻度が少ない等のリスクが４・５階に居

住する高齢者に多くみられたことから、市ではＵＲ都市機構と協議し、高齢者

の１階への住み替えを促進することにした。 

 ただし、入居歴が長い世帯も住み替えにより新規入居者と同じ賃料が適用さ

れることになる。賃料が入居時の価格を基準に比較的低額に抑えられていた世

帯では新たな負担増が避けられないが、それが住み替えの障害とならないよう、

市は独自施策として従来の賃料との差額を月額４万５千円を限度に助成する制

度を設けた。助成期間は終身である。 

 平成 21 年度からの第４期ではＵＲ都市機構との連携をさらに深め、高齢の入

居者のニーズにきめ細かく対応した施策を進める必要性も感じた。 

 

（3)自治会の活性化と人材発掘 

 市では、地域調査の結果を踏まえて、西大和団地自治会を対象に出前講座を

実施し、団地の現状と課題について説明を行った。 

 自治会ではこれに応えて集会所を改装し、地域支援事業（介護予防事業）の

メニューの一つ、高齢うつ・閉じこもり予防のための「うぇるかむ事業」の会

場として使えるようにした。自治会の自主的な運営に対して、市は保健師の派

遣等で支援することにした。 

 また、自治会婦人部が“高齢者支援隊”を立ち上げ、一人暮らしや地域調査

に対してドア開けを拒むといった高齢者世帯を対象にした声かけ・見守り活動

を開始した。 

 この活動には、市が提唱した“ちょボラ”（ちょこっとボランティア）による

参加者もいる。すなわち対象世帯の新聞受けの取り込み状況確認だけ、あるい

は点灯・消灯確認だけを引き受けるような、簡易ではあるが活動の一翼をきち

んと担いうる参加の仕方である。高齢者支援隊では、“ちょボラ”参加者も含め

誰がどの対象世帯を責任をもってみるのかを決め、１対象世帯につき複数メン

バーが役割を分担して見守る体制とした。 

 有リスク者でも数人単位で、要介護・要支援認定者なら 10 人単位のチームで
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みていく必要がある。地域ケアのネットワークは連携の概念図がどんなにきれ

いに描かれていても、Ａさんを誰と誰がみて、Ｂさんをみるのが誰と誰である

といった具体的な個別支援のチーム編成を的確にコントロールできなければ機

能しないし、課題が曖昧なままネットワークに接続だけしても効果は上がらな

い。何か問題が発生したら動きましょうねといっても、実際にはたいした動き

はできないのではないか。西大和団地では、地域調査を進める過程で、参加意

識の高い、ネットワークの土台を担える人材を確保できたことが大きかった。

認知症サポーター養成事業もそうした人材をさらに活かすことにつながると思

う。地域調査には、リスクのある高齢者等の発見だけでなく、地域の人材発掘

や自治会などの組織・グループの活性化の点でも大きな意味があることがあら

ためてわかった。 

 

 以上の成果を踏まえ、和光市では、平成 20 年度は分譲中心の別の集合住宅団

地と一戸建てが密集する地区を対象に地域調査を現在実施中である。今後順次

全市域に調査を進めていくものと、事業計画を立て高齢者の地域での自立した

生活を的確に支援できる、公民協働の自治システムを構築したい。 
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